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栗原市耐震改修促進計画 
 
 栗原市耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以

下「法」という。）第6条第1項に基づき、市内の耐震診断及び耐震改修の促進を図るために策定する。 

 

１ はじめに 

 (１) 計画策定の必要性 

平成 7 年の阪神・淡路大震災では、多くの者の尊い命が奪われたが、そのうち約 9 割の者は家屋、

家具等の倒壊による圧迫死であったと言われている。この時に大きな被害を受けた住宅・建築物の多く

は、昭和 56 年 5 月31 日以前に着工された、いわゆる新耐震基準に適合していない住宅・建築物であ

った。 

近年、平成 16年 10月の新潟県中越地震、平成 17年 3月の福岡県西方沖地震など大地震が頻発して

おり、我が国において、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にある。また、東海地震、東

南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都圏直下地震については、発生の切迫性が

指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものになると想定されている。 

建築物の耐震改修については、国の中央防災会議で決定された「建築物の耐震化緊急対策方針」（平

成17年9月）において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、「東

海、東南海・南海地震に関する地震防災戦略」（同年 3月）において、十年後に死者数及び経済被害額

を被害想定から半減させるという目標の達成ための最も重要な課題とされ、緊急かつ最優先に取り組む

べきものとして位置づけられているところである。特に切迫性の高い地震については発生までの時間が

限られていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められている。 

このような認識の下に、国は、平成17年11月に法を改正し、平成18年1月に基本的な方針を定め、

住宅及び多数の者が利用する建築物の耐震化率について、平成 27年までに少なくとも 9割とすること

を目標として設定するとともに、各都道府県並びに市町村に対し、耐震改修促進計画の策定を求めてい

る。 

宮城県では、平成9年3月及び平成16年3月にまとめられた宮城県被害想定調査の結果に基づき「宮

城県地域防災計画（震災対策編）」をそれぞれ見直すとともに、同計画に基づいて「みやぎ震災対策ア

クションプラン」を平成 15年に策定している。また、既存建築物の耐震改修に関する施策の方向性を

示すものとして、平成 7年 3月 29日付け建設省住宅局建築物防災対策室長通知に基づき、地域防災計

画を上位計画とする「宮城県耐震改修促進計画」（以下「旧計画」という。）を平成 13年 12月 13日付

けで策定し、様々な建築物等の地震対策を講じてきた（参考資料4）。 

一方、推進本部から平成12年11月に「宮城県沖地震の長期評価」が公表され、平成19年1月に「活

断層及び海溝型地震の長期評価結果」において平成 19年 1月 1日を算定基準日とする評価が公表され

る等、既存建築物の耐震診断･耐震改修の必要性、緊急性がより明確となっている。 

これらを受けて、宮城県では平成19年5月に宮城県耐震改修促進計画を作成し、市では平成20年3

月に栗原市耐震改修促進計画を作成し、耐震化の推進に向けて様々な施策に取り組んできた。 

このような状況の中、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と地震に伴い発生した大

津波(以下「東日本大震災」という。)は、人知を超えた猛威をふるい、宮城県内で死者１万人を超える

多くの人命を奪い、市民の財産に甚大な被害を与えた、未曽有の大災害であった。 

その後、東日本大震災後の災害対策基本法の大改正等を背景とした「宮城県地域防災計画（地震災害

対策編）」においては、東日本大震災の教訓、県の検証結果等を踏まえ、災害時の被害を最小化し、被

害の迅速な回復を図る「減災」に向けた対策の推進等を防災の基本方針とし、たとえ被災したとしても

人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組

み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめていく考え方に基づいて、平

成25年2月及び平成26年2月に大規模な見直しが行われている。 

その一方で、国としては平成 27年度末の当初目標年に対して耐震化が予定通りには進んでいないこ

とが想定されることから、平成26年5月に耐震改修促進法の一部法改正が行われ、平成26年11月25

日に施行された。この法改正では、耐震化を加速させる内容として、一部の建築物に対しての耐震診断

の義務化、耐震診断結果の公表が位置付けられている。 

これらの背景をふまえて本市では、本計画の改訂を平成28年3月に行うこととした。 
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なお、平成26年11月25日施行の法改正の概要については、以下のとおりである。 

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正（平成26年11月25日施行）の概要 
 
（１） 耐震診断の義務付け・結果の公表 

 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利

用する建築物のうち大規模なもの等について、建築物所有者に耐震診断の実施とその結果の報告を

義務付け、所管行政庁において当該結果の公表を行う。 
 

①要緊急安全確認大規模建築物 
    ａ不特定多数の者が利用する大規模建築物 

＜対象建築物＞ 
・病院、店舗、旅館等 ：階数3以上かつ床面積の合計5,000㎡以上 

     ・体育館       ：階数1以上かつ床面積の合計5,000㎡以上 

ｂ避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物 

＜対象建築物＞ 

・老人ホーム等    ：階数2以上かつ床面積の合計5,000㎡以上 

・小学校、中学校等  ：階数2以上かつ床面積の合計3,000㎡以上 

・幼稚園、保育所   ：階数2以上かつ床面積の合計1,500㎡以上 

ｃ一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等 

＜対象建築物＞ 

     ・危険物貯蔵場等   ：階数1以上かつ床面積の合計5,000㎡以上 
 
 
              耐震診断結果の報告期限 
              平成27年12月31日まで 
 

②要安全確認計画記載建築物 
ａ防災拠点建築物 

＜対象建築物＞ ←都道府県が指定 
・庁舎、病院、避難所となる体育館など（避難所として利用する旅館・ 
ホテルも位置付け可能） 

ｂ緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 

＜対象建築物＞ ←都道府県又は市町村が避難路を指定 
・倒壊した場合において、前面道路の過半を閉塞する恐れのある建築物 

 
 

耐震診断結果の報告期限 
              地方公共団体が定める日まで 
 

（２）建築物の耐震化の円滑な促進のための措置 

ａ耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例 

・新たな耐震改修工法も認定可能となるよう、耐震改修計画の認定制度について対象工事の拡大

及び容積率・建ぺい率の特例措置の創設。 
ｂ区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 

・耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物（ﾏﾝｼｮﾝ等）について、大規模な耐震改修を

行おうとする場合の決議要件を緩和（区分所有法の特例3/4→1/2） 
ｃ耐震性に係る表示制度の創設 

・耐震性が確保されている旨の表示の認定を受けた建築物についてその旨を表示できる制度を創

設。 
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２ 計画の目的・位置づけ 
 

(１) 計画の目的 

 本計画は、市内の住宅及び建築物の耐震化を促進することにより都市の防災性を高め、震災から市民

の生命及び財産を守ることを目的とする。 

 

(２) 計画の位置づけ 

本計画は、国が策定した基本方針及び「宮城県耐震改修促進計画」を勘案し、市内の既存建築物の耐

震診断・耐震改修に関する施策の方向性を示す計画であり、「栗原市地域防災計画」の関連計画となる

ものである。 

 

(法律) 災害対策基本法       建築基準法   建築物の耐震改修の促進に関する法律 

 

(国)  防災基本計画                             基本方針 

 

(県)  宮城県地域防災計画      宮城県地域防災計画（震災対策編）    宮城県耐震改修促進計画 

                  第２章 災害予防対策 

                      第６節 建築物等の耐震化対策 

                         新築建築物対策 

                         既存建築物対策        

(市)  栗原市地域防災計画                                     栗原市耐震改修促進計画 

 

図1 耐震改修促進計画の位置づけ 

 

(３) 計画期間 

計画期間は、平成32年度までとする。なお、必要に応じて本計画を見直すものとする。 

 

(４)対象地域・対象建築物 

①対象地域 

 市内全域を対象とする。 
 重点的に耐震診断･耐震改修の促進に努める地域は、宮城県第三次被害想定調査において被害が大き

いとされる地域とし、特に軟弱地盤地域、木造住宅密集地域及び避難場所・避難道路・緊急輸送道路に

沿った地区とする。 

 

②対象建築物 

建築物の用途、規模、構造及び建設年度等を踏まえ、震災時における必要性や緊急性を勘案し、優先

的に耐震改修等を行う必要のある建築物は、以下のとおりとする。 

原則として、いわゆる新耐震設計基準の施行日（昭和 56年 6月 1日）より前に建築確認を得て建築

された建築物を対象とする。 

 

ａ特定既存耐震不適格建築物 

法第14条第1号、第2号及び第3号に規定する建築物で、法施行令第6条及び第7条で定める

規模等の要件に該当するものである。 

・多数の者が利用する建築物（学校、病院、劇場、集会場、百貨店、事務所、ホテル、老人ホー

ム、賃貸住宅（共同住宅に限る。）等）で一定規模以上のもの 

・一定数量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 
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・地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避

難を困難とする恐れがある建築物 

上記のうち、法附則第3条第1項に規定する建築物で、法施行令附則第2条で定める規模等の要

件に該当するものについては、要緊急安全確認大規模建築物として定める。 

・多数の者が利用する建築物（学校、病院、劇場、集会場、百貨店、事務所、ホテル、老人ホー

ム、賃貸住宅（共同住宅に限る。）等）で一定規模以上のもの 

・階数１階以上かつ5,000㎡以上で、敷地境界線から一定距離以内に存する危険物の貯蔵場又は

処理場の用途に供する建築物 

また、上記のうち、法第7条第1項に規定する建築物で、法施行令第2条、第4条で定める災害

発生時に利用想定している建築物、及び通行障害建築物の要件に該当するものについては、要安全

確認計画記載建築物として定める。 

・大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な建築物で、法

施行令第2条、規則第1条に該当する建築物 

・地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避

難を困難とする恐れがある建築物 

  

ｂ特定既存耐震不適格建築物以外の建築物 

特定既存耐震不適格建築物以外の建築物については、以下のとおりとする。 

・被災後、復旧活動の拠点となる公共性の高い建築物 

・高齢者、身体障害者等災害弱者が利用する施設 

・多数の者が利用する施設 

・住宅（大規模な分譲共同住宅を含む。） 

・形態、構法、構造壁の配置、建築年代等からみて耐震性能が劣ると考えられる建築物 

 

ｃ公共建築物（市有建築物） 

公共建築物については、以下の施設用途区分等を勘案して、優先順位を定める。 

・防災拠点となる施設 

・被災時における避難、救護に必要な施設 

・高齢者、身体障害者等災害弱者が利用する施設 

・多数の者が利用する施設 

・その他の施設 

なお、市有建築物については、次の項目すべてに該当するものとする。ただし、施設管理者が特

に認めた場合はこの限りではない。 

・原則として、非木造で、2階以上又は延べ面積200平方メートル超の建築物 

・災害発生時の防災対策施設、避難施設、医療施設等大規模災害時において重要度が高い施設と

するほか、不特定多数の人々が集まる建築物等、災害発生時に甚大な人的被害の恐れのある建

築物 

・昭和56年5月31日以前の建築基準で建設された建築物。 
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３ 計画策定の背景 
 

(１) 宮城県における地震被害 

①過去の地震被害 

 本県では、現在に至るまで度重なる地震被害を受けている（表 1、図 2、図 3）。地震は大きくプレー

ト間地震である海溝型地震と内陸部の活断層等を震源とする直下型地震に分けられるが、本県において

は、県の沖合から日本海溝までの海域を震源域として繰り返し発生する海溝型地震（このうち陸寄りの

海域を震源域とするものを「宮城県沖地震」という。）による被害が顕著である。 

 

表1 宮城県周辺の過去の地震被害（宮城県沖地震は   、その他の海溝型地震は  ） 
 

年 
震源 マグニチ

ュード 
被害地域又は震源域 ／ 被害の概要 

北緯 東経 

869   

 

8.3 三陸沿岸／城郭、門櫓、垣壁崩れ、倒壊するもの無数、津浪が多賀城下を襲い
、溺死者約1,000人。 

1611 
 

 

39.0 
 

 

144.4 8.1 
 

 

三陸沿岸、北海道東岸／三陸地方で強震。震害軽く、津浪の被害大。伊達領内

で死者1,783人、南部、津軽で人馬死3,000余人｡三陸沿岸で家屋流失多く、溺

死者1,000人をこえた｡岩沼付近でも家屋皆流失、北海道東部でも溺死者多かっ

た｡ 

1646 38.1 140.7 6.5~ 
6.7 
陸前、岩代、下野／仙台城の石壁数十丈崩れ、櫓3つ倒れる｡白石城破損、日光
東照宮の石垣破損｡江戸でも強かった｡ 

1793 38.3 144.5 8.0~
8.4 
陸前、陸中、磐城／仙台藩で1,060余戸壊れ、死者12人。津浪があり、大槌、

両石で71戸損壊流出、死者９人、気仙沼で300戸余流出。 
1835 38.5 142.5 7.0 仙台／仙台城の石垣がくずれ、家土蔵に破損あり｡江戸で有感｡ 
1861 38.6 141.2 6.4 陸前、陸中、磐城／陸前の遠田、志田、登米、桃生の各郡で特に被害が多く、

家屋損壊、死傷者あり。 

1896 39.5 144.0 8.5 三陸沖／「明治三陸地震津波」、震害はなし。津波により県内の死者3,452人、
流出戸数4,000戸余。 

1897 38.1 141.9 7.4 仙台沖／岩手、山形、宮城、福島で小規模の被害。一の関で家屋破損が72戸。 

1900 38.7 141.1 7.0 宮城県北部／遠田郡で最も激しく、県全体で死傷者17人、家屋全壊44戸、半
壊48戸、破損1,474戸｡ 

1933 39.2 144.5 8.1 三陸沖／「三陸地震津波」、震害は少なかった。津波が太平洋沿岸を襲い、三
陸沿岸で被害は甚大。津波により県内の死者307人、流出戸数950戸。 

1936 38.2 142.1 7.5 金華山沖／福島、宮城両県で非住家全壊3戸、その他小被害もあった｡ 
1960 
5.23 

38.2
(S) 

72.6 
(W) 

8.5 チリ沖／「チリ地震津波」、津波が日本各地に来襲。津波により県内の死者54
人、流出戸数306戸。 

1962 
4.30 

38.7 141.1 6.5 宮城県北部／「宮城県北部地震」、築館、石越、小牛田付近径40kmの範囲に
被害が集中した｡死者3人、住家全壊340戸、半壊1,114戸。橋梁、道路、鉄道
の被害が多かった｡ 
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1978 
6.12 

38.2 142.2 7.4 宮城県沖／「1978年宮城県沖地震」、県内の死者27人、負傷者10,962人、住宅
の被害で全壊1,377戸、半壊6,123戸、特にブロック塀の倒壊による被害が多か
った｡ 

2003 
5.26 

38.8 141.7 7.1 宮城県沖／深さ約70kmのスラブ内地震、震央の位置から三陸南地震とも呼ば
れる。負傷者174人、住家全壊2、半壊21、深いため次の地震に比べ被害は小
規模。  

2003 
7.26 
 

38.4 141.2 6.4 宮城県北部／陸域の逆断層型地殻内地震。同日に大きな前震M5.6と余震M5.5
も起こって連続地震と呼ばれた。M6級だが浅く、震源域に局所的に大きな被
害が出た。負傷者667人、住家全壊1,276、半壊3,809。3ヶ所で計測震度6強を
記録した。 

2005 
8.16 

38.2 142.3 7.2 宮城県沖／日本海溝やや陸寄りの逆断層型プレート境界地震。1978年の宮城
県沖地震震源域の南半分で発生。負傷者100人、全壊1、半壊0、最大震度6弱
（川崎町）。東北地方太平洋沖で最大13cmの津波（石巻市） 

2008 
6.14 

39.0 140.9 7.2 岩手県内陸南部／「岩手・宮城内陸地震」、岩手・宮城県境付近の山間地での
逆断層型地殻内地震（深さ8km）。死者17人、行方不明者6人、負傷者426人、
住家全壊30、住家半壊146（2010.6現在）、最大震度６強、4000ガル以上の加
速度などを観測。建物被害よりも地すべりなどの斜面災害が目立った。 

2011 
3.11 

38.1 142.9 9.0 三陸沖／「東北地方太平洋沖地震」「東日本大震災」、日本海溝沿いの沈み込
み帯の大部分、三陸沖中部から茨城県沖までのプレート境界を震源域とする逆

断層型超巨大地震（深さ24km）、3月9日にM7.3の前震、震源域内や付近の余
震・誘発地震はM7.0以上が6回、M6.0以上が97回、死者18,958人、行方不明
者2,655人、負傷者6,219人、住家全壊127,291、住家半壊272,810（余震・誘
発地震を一部含む。2014年3月現在）、死者の90％以上が水死で、原発事故を
含む被害の多くは巨大地震によるもの。最大震度７（栗原市）、震度6強を県
内13市町村で観測。 

2011 
4.7 

38.2 141.9 7.2 宮城県沖／東北地方太平洋沖地震の震源域内の地震だが、太平洋プレートの逆
断層型スラブ内地震（深さ66km）、死者4人、負傷者296人、住家全壊36以上、
住家半壊27以上（消防庁、宮城県による：2014年3月現在）最大震度6強（仙
台市・栗原市）、震度6弱を県内15市町村で観測。 

2011 
4.11 

36.9 140.7 7.0 福島県浜通り／東北地方太平洋沖地震の周辺誘発地震で正断層型地殻内地震
（深さ6km）、井戸沢断層の近傍で地表地震断層が現れた。死者4人、負傷者1
0人（2013年3月現在）、最大震度は6弱（福島県、茨城県の4市町村） 

2012 
12.7 

38.0 143.9 7.3 三陸沖／東北地方太平洋沖地震の周辺、日本海溝付近の正断層型地震（深さ4
9km）、死者１人、負傷者15人、最大震度5弱（宮城県内他99市町村） 

出典／理科年表（平成27年版）、新編日本被害地震総覧 
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図2 日本付近の主な被害地震の震央（1885年以降） 
                                                  出典／理科年表（平成27年版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 過去（1895年以降）の主な地震の震源                                                        

kenmap8eqにて作成 
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②宮城県沖地震の長期評価 

平成 12年 11月 27日、政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会（以下「推進本部」という。）

が公表した「宮城県沖地震の長期評価」によると、これまでの宮城県沖地震の活動（表 2）を踏まえる

と、宮城県沖地震の発生の可能性は年々高まっており、今後 20年程度以内（2020年頃まで）に次の地

震が起こる可能性が高いとされている。その地震規模は M7.5程度（日本海溝寄りの海域の地震と連動

した場合M8.0程度）であり、発生確率は2020年末まで約80％、2030年末まで90％より大とされてい

る。 

 

表2 過去の宮城県沖地震の概要 

年 前回の地震からの経過年数 地震の規模 備考 

1793  M8.2程度 連動※ 

1835 42.4年 M7.3程度 単独 

1861 26.3年 M7.4程度 〃 

1897 35.3年 M7.4 〃 

1936 39.7年 M7.4 〃 

1978 41.6年 M7.4 〃 

出典／「宮城県沖地震の長期評価」（平成12年11月 地震調査研究推進本部地震調査委員会、平成15年11月12日一部変更） 

※連動とは日本海溝寄りの海域の地震と連動した場合をいう。 

 

 

また、推進本部は、主要な活断層や海溝型地震の長期評価を随時公表しており、平成 19年 1月 1日

を算定基準日とする宮城県沖地震の評価は表3のとおりである。今後10年及び30年以内の地震発生確

率は、それぞれ60％程度、99％となっており、他の海溝型地震と比較して際だって高い発生確率となっ

ている。さらに、平均発生間隔も比較的短く、規則的に発生してきている。 

 

 

表3 宮城県沖地震の長期評価の概要（基準日 平成19年1月1日） 

領域または地震名 
長期評価で予想した 

地震規模 
（マグニチュード） 

地震発生確率 平均発生間隔 

10年以内 30年以内 50年以内 最新発生時期 

宮城県沖 
7.5前後 

(連動8.0前後) 
60％程度 99％ － 

37.1年 

28.6年前 
出典／「活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧」（平成19年1月10日 地震調査研究推進本部地震調査委員会） 
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(２) 想定される宮城県沖地震の規模、想定される被害の状況 

宮城県沖地震の規模及び被害の状況については、宮城県防災会議地震対策等専門部会により、被害想

定がなされている。 

その被害想定によると、地震の規模は単独でマグニチュード 7.6、日本海溝寄りの海域の地震と連動

して発生した場合にはマグニチュード8.0と想定されている。震度については、県内の広い領域で震度

5強以上、特に北上川流域の地域で大きな揺れが予想されている。 

本市においては、震度 6弱・6強の領域が市の南東部を中心に発生し、多くの建物被害が発生するこ

とが予測されている。 

（表4、図4～図7、表5） 

 

表4 想定する宮城県沖地震の規模 

         想定地震 

項 目 

① 宮城県沖地震（単独） 

（海洋型） 

② 宮城県沖地震（連動） 

（海洋型） 

モーメント・マグニチュード 

（Ｍｗ） 
7.6 8.0 

予 想 震 度 

県北部の旧矢本町から旧中田町に

かけての地域、旧小牛田町周辺、仙

台市東南で震度６強、これらの周辺

で震度６弱となり、県北部の中央部

を中心に影響を及ぼすと予想され

る。 

県北部の旧鳴瀬町から旧桃生町に

かけての地域、旧小牛田町から旧南

方町にかけての地域で震度６強、こ

れらの周辺で震度６弱となり、県北

部の中央部を中心に影響を及ぼす

と予想される。 

液状化危険度 

県北部及び仙台周辺の平地におい

て液状化危険度が高くなっている。 

単独地震と同様に、県北部及び仙台

周辺の平地において液状化危険度

が高くなっている。 

出典／宮城県地震被害想定調査に関する報告書（平成16年3月） 
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図4 震度分布（宮城県沖地震単独） 
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図5 震度分布（宮城県沖地震連動） 
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図6 木造建築物の全半壊率（宮城県沖地震単独） 
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図7 木造建築物の全半壊率（宮城県沖地震連動） 
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表5 本市の被害状況 

区     分 宮城県沖地震（単独） 宮城県沖地震（連動） 

建物被害 
全壊（棟） ７４ １６２ 

半壊（棟） ９０４ １,９９７ 

火  災 

夏昼１２時 
全炎上出火点  （件） ２ ４ 

焼失数     （棟） ２ １６ 

冬夕１８時 
全炎上出火点  （件） ２ ４ 

焼失数     （棟） ２ ２９ 

人的被害 

朝４時・火災

なし 

死者      （人） １ ２ 

負傷者     （人） ６８ １４９ 

短期避難者   （人） １,３８３ ２,６８６ 

夏昼１２時 

死者      （人） １ １ 

負傷者     （人） ６３ １４６ 

短期避難者   （人） １,３８７ ２,７０１ 

冬夕１８時 

死者      （人） １ ３ 

負傷者     （人） ５９ １３５ 

短期避難者   （人） １,３８７ ２,７１７ 

上水道被害 
被害数           （箇所） ４０５ ５４４ 

支障世帯           （件） ３,１９８ ４,８３８ 

下水道被害 被害数            （箇所） ６９ １６０ 

電力施設被害 
夏昼１２時 供給支障世帯 （世帯） １,９４７ ２,４８３ 

冬夕１８時 供給支障世帯 （世帯） １,９４７ ２,５１７ 

電話施設被害 
夏昼１２時 供給支障世帯 （世帯） ８０ １３９ 

冬夕１８時 供給支障世帯 （世帯） ８０ １５１ 

出典／宮城県地震被害想定調査に関する報告書（平成16年3月） 
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96%

4%

木造 非木造

 
４ 基本方針・計画の目標 
 

(１) 住宅の耐震化の現状と目標 

①住宅の耐震化の現状 

平成25年住宅・土地統計調査によれば、市内の住宅戸数は22,450戸であり、その所有関係別、構造

別の内訳は表 6のとおりである。所有関係別にみると、持ち家が約 8割 5分（85.5%）である。構造別

では木造住宅の戸数比率は約9割5分（95.6%）である。 

なお、本計画においては、住宅の倒壊によるその住宅の内部にいる住民の被害を防ぐことを目的にす

るため、人が居住している住宅を対象とする。人が居住していない住宅については、地震倒壊による直

接的な被害は想定されないため、空き家対策や老朽家屋対策等、別途の必要な施策の中で、その安全性

等について検討する。 

 

表6 所有関係別・構造別住宅数（単位：戸） 

構造 木造(a) 

(a/c) 
非木造(b) 

(b/c) 
合計(c) 

(c/d) 

持ち家 19,110 

(99.5%) 

90 

(0.5%) 

19,200 

 (85.5%) 

借家 2,350 

(72.3%) 

900 

(27.7%) 

3,250 

 (14.5%) 

合 計 21,460 

(95.6%) 

990 

(4.4%) 

(d)   22,450 

(100.0%) 

資料：平成25年住宅・土地統計調査（総務省統計局）。四捨五入の関係で合計が合わないところもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 構造別住宅数 

平成25年 

構造 
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29%

24%

47%

27%

22%

51%

～S45

S45～55

S56～

また、平成25年現在の市内の住宅戸数22,450戸のうち、時期別、構造別の内訳は表7のとおりであ

る。 

建築時期別にみると、建築基準法に定める新耐震基準施行（昭和 56年 6月 1日）より前に建設され

た住宅が約 5割(48.7%）である。さらに以前の耐震基準（昭和 45年）により建設されたものも、全体

の約2割5分（26.7%）を占めている。 

平成20年から平成25年までの推移では、昭和45年以前が3%、昭和45年から55年が2%の減となり、

昭和56年以降は5％の増加となっている。 

 

 

表7 建築時期別・構造別住宅数（単位：戸） 

建築時期 昭和45年以前(a) 
(a/d) 

昭和45～55年(b) 
(b/d) 

昭和56年以降(c) 
(c/d) 

合計(d) 
(d/e) 

木造 
(比率) 

5,980 
(27.9%) 

4,890 
(22.8%) 

10,590 
(49.3%) 

 21,460 
 (95.6%) 

非木造 
(比率) 

 20 
 (2.0%) 

50 
(5.1%) 

920 
(92.9%) 

 990 
 (4.4%) 

合計 
(比率) 

6,000 
 (26.7%) 

4,940 
（22.0%） 

11,510 
(51.3%) 

(e)  22,450 
(100.0%) 

資料：平成25年住宅・土地統計調査（総務省統計局）。四捨五入の関係で合計が合わないところもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9 建築時期別住宅比率 
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住宅の耐震化の状況について、住宅・土地統計調査（総務省統計局）をもとに推計した結果は、表 8

のとおりである。 

平成27年現在で、市内の住宅総数22,306戸のうち、耐震化を満たしていると推計される住宅は15,973

戸あり、耐震化率は 72%となっている。一方、耐震化が不十分なものは 6,333戸（28％）と推計してお

り、その内訳は、戸建木造住宅6,270戸、その他63戸である。 

 

表8 住宅の耐震化の現状 

                                （上段：住宅戸数、下段：構成比率） 

区   分 
当初計画時 

（平成20年） 

現 状 

（平成27年） 

全  数 

 

23,100戸 

(100％) 

22,306戸 

 (100％) 

    うち戸建木造  21,910戸 

(100%) 

 19,843戸 

 (100%) 

 耐震化を満たすと推計 

 

10,600戸 

（46％） 

15,973戸 

（72％） 

    うち戸建木造  9,718戸 

（44％） 

 13,573戸 

（68％） 

耐震化が不十分と推計 

 

12,500戸 

（54％） 

6,333戸 

（28％） 

    うち戸建木造  12,192戸 

（56％） 

 6,270戸 

（32％） 

資料：平成25年住宅・土地統計調査（総務省統計局）をもとに推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 住宅の耐震化の現状（平成25年） 

戸建木造

(耐震化済) 

68%

戸建木造
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全住宅
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72%

全住宅

(非耐震化) 
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②住宅の耐震化の目標 

本市の住宅の耐震化の現状は表 9のとおりである。平成 32年度末までに、住宅の耐震化率を 950以

上にすることを目標とする。また、戸建木造の耐震化率を85％以上にすることを目標とする。 

なお、中間目標である平成 27年度末時点の耐震化の進捗状況は、住宅全体では中間目標の耐震化率

である 90％の達成にはかなり及ばず耐震化率 72％であった。なお、戸建木造だけで見た場合は耐震化

率68%である。 

このため、平成32年度末の目標には、全体の他に戸建木造の耐震化率目標を掲げることとした。 

平成32年度末の耐震化の目標は、住宅全体で90％以上、戸建木造で85％以上とする。 

また、耐震化の進捗状況については、住宅・土地統計調査が5年ごとに実施されることから、その集

計結果をもとに進行管理を行う。 

 

表9 住宅の耐震化の目標 

区 分 

当初計画時

の 

耐震化率 

（平成20年） 

現状の 

耐震化率 

（平成27年） 

中間目標の 

耐震化率 

（平成27年度末） 

目標の 

耐震化率 

（平成32年度末） 

目標達成に必

要な今後耐震

化すべき戸数 

 
 
 
 
 
 

目標

耐震

化率 

住 宅 46% 72% 90%以上 90%以上 4,131戸 

 
うち 

戸建木造 
44% 68% － 85%以上 3,464戸 

全体

戸数 

住 宅 23,100戸 22,306戸 22,306戸 22,020戸 

 
 
うち 

戸建木造 
21,910戸 19,843戸 19,843戸 18,708戸 

注） 耐震化の現状は平成25年住宅・土地統計調査時をもとに推計したものである。 

全体戸数は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計世帯数から推計した戸数である。 

全目標達成に必要な今後耐震化すべき戸数は、現状の耐震化が不十分と推計される 
戸数から目標時の耐震化が不十分と推計される戸数を差し引いたものである。 
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(２) 特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状と目標 

①多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状と目標 

ａ多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状 

 法では、庁舎、学校、病院・診療所、社会福祉施設、劇場・集会場、店舗、ホテル・旅館、事務所、

共同賃貸住宅など多数の者が利用する建築物で一定規模以上のもの（以下「多数の者が利用する特定

既存耐震不適格建築物」という。）を規定している（参考資料2）。 

 市内の「多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物」の耐震化の状況を建築物が持つ機能、性

質から「防災対策施設」、「避難施設等」、「医療施設」、「社会福祉施設等」、「不特定多数人員収容施設」、

「特定多数人員収容施設」の各用途に分類したうえで表10に示す。 

 なお、「避難施設等」とは、避難場所指定の有無にかかわらず、大規模震災時において避難場所と

して使用される可能性がある、又は、児童、生徒等の安全を確保すべき施設をいう。 

 平成 28年 3月末時点の対象建築物全体の合計75棟のうち、耐震性有の建築物は 67棟となってお

り、耐震性有の建築物を対象建築物で除した耐震化率は89％である。用途別にみると医療施設、社会

福祉施設等の耐震化率は100％と全て耐震性有となっている。 

 このうち公共建築物については、対象建築物の合計56棟のうち、耐震性有の建築物は54棟となっ

ており、耐震化率は96％である。用途別にみると、防災対策施設、避難施設等で1棟ずつが耐震化さ

れていない状況である。 

 また、民間建築物については、対象建築物の合計19棟のうち、耐震性有の建築物は13棟となって

おり、耐震化率は68％である。用途別にみると医療施設、社会福祉施設等の耐震化率は100％である。 

 

なお、ここでいう対象建築物とは、旧耐震設計基準による建築物（昭和56年5月以前に建築された建築物で、現行の耐震基

準に  適合しない建築物）及び昭和56年6月以降に建築された建築物のことであり、耐震性有の建築物とは、旧耐震設計基

準による建築物で耐震診断により補強不要と診断されたもの、同じく旧耐震設計基準による建築物で耐震診断により補強必要

と診断されたもののうち補強を行ったもの及び昭和56年6月以降に建築された建築物などの合計である。 
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表10 多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成28年3月末現在 
 

非耐震化
棟数

耐震性有
棟数

合計 耐震化率

A B C=A＋B B／C

1 7 8 88%

うち公共 1 7 8 88%
うち民間 0 0 0 －

1 30 31 97%

うち公共 1 30 31 97%
うち民間 0 0 0 －

0 6 6 100%

うち公共 0 4 4 100%
うち民間 0 2 2 100%

0 4 4 100%

うち公共 0 1 1 100%
うち民間 0 3 3 100%

1 9 10 90%

うち公共 0 7 7 100%

うち民間 1 2 3 67%

5 11 16 69%

うち公共 0 5 5 100%
うち民間 5 6 11 55%

うち共同住宅 4 6 10 60%

うち公共 0 5 5 100%

うち民間 4 1 5 20%

8 67 75 89%

うち公共 2 54 56 96%

うち民間 6 13 19 68%

　　　　　　　合　　計

特定多数人員収容施設

事務所，工場，
共同住宅，寄宿舎等

不特定多数人員収容施設

劇場，百貨店，飲食店，
ホテル，旅館，遊技場，
美術館，博物館等

社会福祉施設等

老人ホーム等

医療施設

病院，診療所

避難施設等

学校，体育館，幼稚園，
保育所

防災対策施設

県庁，市役所，町役場，
警察署，消防署等

耐震化率の区分
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ｂ多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の目標 

 本市の「多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物」の耐震化の現状の推移と目標は表 11の

とおりであり、耐震化率については、平成32年度末までに全体で97％にすることを目標とする。 

 このうち公共建築物については、平成32年度末までに全施設を耐震化することを目標とする。 

全施設を耐震化することを目標とする。 

 また、民間建築物については、用途別に耐震化率の目標を設定し、全体では平成 32年度末までに

90％を超えることを目標とする。 

 なお、耐震化の進捗状況については、定期的に確認し、進行管理を行う。 

 

表11 多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 88% － 100%

うち公共 － 88% － 100%
うち民間 － － － －

61% 97% 100% 100%

うち公共 － 97% － 100%
うち民間 － － － －

67% 100% 100% 100%

うち公共 － 100% － 100%
うち民間 － 100% － 100%

100% 100% 100% 100%

うち公共 － 100% － 100%
うち民間 － 100% － 100%

50% 90% 100% 100%

うち公共 － 100% － 100%

うち民間 － 67% － 100%

50% 69% 100% 80%

うち公共 － 100% － 100%
うち民間 － 55% － 70%

うち共同住宅 100% 60% 100% 80%

うち公共 － 100% － 100%

うち民間 － 20% － 60%

61% 89% 100% 97%

うち公共 － 96% － 100%

うち民間 － 68% － 90%

　　　　　　　合　　計

特定多数人員収容施設

事務所，工場，
共同住宅，寄宿舎等

不特定多数人員収容施設

劇場，百貨店，飲食店，
ホテル，旅館，遊技場，
美術館，博物館等

社会福祉施設等

老人ホーム等

医療施設

病院，診療所

避難施設等

学校，体育館，幼稚園，
保育所

防災対策施設

県庁，市役所，町役場，
警察署，消防署等

耐震化率の区分
当初計画時の
耐震化率

（平成20年3月末）

現状の
耐震化率

（平成28年3月末）

目標の
耐震化率

（平成32年度末）

中間目標の
耐震化率

（平成27年度末）
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ｃ要緊急安全確認大規模建築物の耐震化 

 要緊急安全確認大規模建築物とは、特定既存耐震不適格建築物のうち多数の者が利用する建築物で

一定規模以上のものであり、耐震診断を行うことが対象建築物の所有者に義務付けられ、平成 27年

12月 31日までに所管行政庁に耐震診断結果を報告しなければならないこととされ、所管行政庁にお

いて耐震診断結果が公表された。 

 平成 28年 3月末現在において、所管行政庁において本市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震

診断に関する結果は公表されていない。 

 

 

②危険物の貯蔵等に供する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状と目標 

ａ危険物の貯蔵等に供する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状 

 危険物の貯蔵等に供する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状については、政令で定める数量

以上の危険物を貯蔵、処理する建築物が対象となり、90件のうち、32件が非耐震化の現状であり、

耐震化率は64%である。 

 

表12 危険物の貯蔵等に供する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の現状 

耐震化率の区分 

（平成27年11月末現在） 

非耐震化 

件数 

A 

耐震性有 

件数 

B 

合計 

C 

耐震化率 

B／C 

危険物の貯蔵等に供する特定既存

耐震不適格建築物 
32 58 90 64％ 

 

 

ｂ危険物の貯蔵等に供する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の目標 

 危険物の貯蔵等に供する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の目標については、現状の耐震化率が

64%であるため、目標については、平成32年度末で90％を目標とする。目標達成するためには、目標

年までに23件の耐震化を図る必要がある。 

 

表13 危険物の貯蔵等に供する特定既存耐震不適格建築物の耐震化の目標 

 現況の耐震化率 
目標とする耐震化率 

（平成32年度末） 

危険物の貯蔵等に供する特定既存

耐震不適格建築物 
64％ 90％ 
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③緊急輸送道路等沿道の特定既存耐震不適格建築物の耐震化 

ａ緊急輸送道路等沿道の特定既存耐震不適格建築物の耐震化 

市は、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として建築物の倒壊によって緊急車両の通行

や住民の避難の妨げになるおそれがある道路、例えば緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所に通

ずる道路その他密集市街地内の道路等を定めるものとする。 

 このうち、「宮城県地域防災計画（震災対策編）」及び「栗原市地域防災計画」において選定してい

る地震発生後の避難、救助をはじめ物資の輸送、諸施設の復旧など応急対策活動を実施するための重

要な道路（以下「緊急輸送道路」という。）に沿う建築物等について、その所有者・占有者に対し、

耐震性の確保に努めるよう、市は、県と協力して、情報の提供、知識の普及、啓発などに努める。 

 また、市として緊急輸送の観点から、優先的に耐震化を図るものと位置づける路線は、県指定の緊

急輸送道路から分岐する箇所から、市地域防災計画で指定する集約避難所（37箇所）及び市庁舎・分

庁舎（10箇所）までを接続する道路（接続道路）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 緊急輸送道路、集約避難所及び市庁舎・分庁舎、及びそれらを結ぶ接続道路 

 

凡　例

緊急輸送道路

集約避難所

市庁舎・分庁舎

接続道路
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ｂ要安全確認計画記載建築物の耐震化 

  要安全確認計画記載建築物とは既存耐震不適格建築物のうち、防災拠点建築物（大規模な地震発生

時に公益上必要な建築物として、県が法第5条第3項第1号で規定する建築物と指定）と、建築物集

合地域通過道路等の沿道建築物（緊急輸送道路等の中で特に重要な道路として県が法第5条第3項第

2号の規定で指定する道路沿道の建築物、または市町村が法第6条第3項第1号の規定で指定する道

路沿道の建築物）の総称であり、対象建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果を定められた

期限までに所管行政庁に報告しなければならない。また、その結果は所管行政庁において公表される。 

  本市における要安全確認計画記載建築物の耐震診断に関する公表結果と、沿道建築物の路線指定に

ついては以下のとおりである。 

 

ア）防災拠点建築物 

 

平成 28年 3月末現在において、所管行政庁において本市内の防災拠点建築物の耐震診断に関する

結果は公表されていない。 

 

 

イ）建築物集合地域通過道路等の沿道建築物 

  本市計画においては、路線の指定を行わない。 
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(３) 市有建築物の耐震化の現状と目標 

①防災上重要な市有建築物の耐震化の現状と目標 

 防災上重要な市有建築物の耐震化の状況を表14に示す。 

 全体では、対象建築物の合計53棟のうち、耐震性有の建築物は42棟となっており、耐震性有の建築

物を対象建築物で除した耐震化率は79.2％である。 

 なお、ここでいう対象建築物とは、表10同様、旧耐震設計基準による建築物（昭和56年5月以前に

建築された建築物で、現行の耐震基準に適合しない建築物）及び昭和 56年 6月以降に建築された建築

物のことであり、耐震性有の建築物とは、旧耐震設計基準による建築物で耐震診断により補強不要と診

断されたもの、同じく旧耐震設計基準による建築物で耐震診断により補強が必要と診断されたもののう

ち補強を行ったもの及び昭和56年6月以降に建築された建築物の合計である。 

 

表14 防災上重要な市有建築物の耐震化の現状（単位：棟） 

 

非耐震化 

棟  数 

Ａ 

耐震性有 

棟  数 

Ｂ 

合  計 

 

Ｃ＝Ａ+Ｂ 

耐震化率 

 

Ｂ／Ｃ 

防災対策施設 

（本庁舎、10総合支所、栗原消防署 

北・東分署、南・西出張所） 

2 14 16 87.5％ 

 

集約避難所 

 

9 28 37 75.7％ 

 

合     計 

 

11 42 53 79.2％ 

平成28年1月末現在 

 ※一部施設は表10の施設と重複している。 

 
表15 防災上重要な市有建築物の耐震化の目標 

 現況の耐震化率 
目標とする耐震化率 

（平成32年度末） 

防災対策施設・集約避難所 79.2％ 100％ 

 
 

 

②市営住宅の耐震化の現状と目標 

市営住宅の耐震化の現状は、管理棟数370棟のうち、耐震性有の建築物は296棟となっており、耐

震性有の建築物を管理棟数で除した耐震化率は80.0％である。 

  市営住宅の耐震化の目標については、現状の耐震化率が80.0％であるため、平成32年度末で95％

を目標とする。目標達成するためには、目標年までに56棟の耐震化を図る必要がある。 

 

表16 市営住宅の耐震化の現状（単位：棟） 

 

非耐震化 

棟  数 

Ａ 

耐震性有 

棟  数 

Ｂ 

合  計 

 

Ｃ＝Ａ+Ｂ 

耐震化率 

 

Ｂ／Ｃ 

 

市営住宅 

 

74 296 370 80.0％ 

平成28年2月末現在 

 ※一部施設は表10の施設と重複している。 
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表17 市営住宅の耐震化の目標 

 現況の耐震化率 

（平成28年2月末） 

目標とする耐震化率 

（平成32年度末） 

市営住宅 80.0％ 95％ 

 
 
 

③エレベーターの耐震化の現状と目標 

エレベーターについては、平成 18年 6月の公共賃貸住宅での死亡事故など、エレベーターに関連

する事故が相次いで発生したことを受けて、社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策

部会において再発防止に向けた検討が進められ、平成 21年 9月施行の建築基準法施行令の改正によ

り、戸開走行保護装置及び地震時管制運転装置の設置が義務付けられるとともに、エレベーターの安

全に関する技術基準の明確化等が図られた。 

 また、その後もエレベーターに関する技術基準見直し、定期検査及び定期点検における検査方法・

判定基準の明確化、地震時の脱落防止対策に係る技術基準の制定などが行われている。 

 本市でのエレベーターの耐震化の現状は、エレベーターが存在する市有建築物 33棟のうち、平成

21年9月の建築基準法施行令の改正内容に適合している建築物は6棟となっており、適合率は18.2％

である。 

 市有建築物エレベーターの耐震化の目標については、現状の適合率が 18.2％であるため、平成 32

年度末で80％を目標とする。目標達成するためには、目標年までに21棟の適合化を図る必要がある。 

 

 

表18 市有建築物エレベーターの耐震化の現状（単位：棟） 

 

非適合 

棟 数 

Ａ 

適 合 

棟 数 

Ｂ 

合 計 

 

Ｃ＝Ａ+Ｂ 

適合率 

 

Ｂ／Ｃ 

 

エレベーター 

 

27 6 33 18.2％ 

平成28年2月末現在 

 
表19 市有建築物エレベーターの耐震化の目標 

 現況の適合率 

（平成28年2月末） 

目標とする適合率 

（平成32年度末） 

エレベーター 18.2％ 80％ 

 
 

 

 

(４) 基本的な取組方針 

 建築物の耐震化を促進するためには、まず、建築物の所有者等が、地域防災対策を自らの問題、地域

の問題として意識して取り組むことが不可欠である。市は、こうした所有者等の取り組みをできる限り

支援する観点から、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減のため

の制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害要因となっている課題を解決していくこと

を基本的な取組方針とする。 
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５ 耐震化促進施策の内容 
 

(１) 住宅 

①普及・啓発 

宮城県沖地震による予測震度、被害想定などについて情報提供するとともに、耐震化技術、法律・税

制、融資制度など地震対策に関する情報をパンフレット、ホームページなど多様な手段により、所有者、

居住者等に提供する。 

特に、宮城県沖地震への対応の緊急性、耐震診断・耐震改修の必要性については、十分に周知する。 

 

②耐震診断の促進 

耐震診断の促進を図るため、助成事業を実施するとともに、助成制度の拡充に努める。 

 

③耐震改修の促進 

耐震改修の促進を図るため、助成事業を実施するとともに、助成制度の拡充に努める。 

特に高齢者のみの住宅や身体障害者等が同居する住宅をはじめ、避難場所・避難道路・緊急輸送道路

等に沿った住宅について、耐震改修の促進を図る。 

 

表20 住宅の耐震診断及び耐震改修工事の助成事業の実績（単位：件） 

 
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 合計 

木造住宅 

耐震診断 

実施件数 

簡易 20 117 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 137 

精密・一般 ― 5 26 20 24 60 50 40 100 45 28 17 18 433 

木造住宅耐震改修 

工事実施件数 
― 0 5 4 6 5 11 12 31 25 17 15 7 138 

                   平成27年度分は平成27年11月末現在 

 

(２) 特定既存耐震不適格建築物 

①普及・啓発 

 市及び県は、宮城県沖地震につじての地震による地域毎の予測震度、被害想定などについて情報提供

するとともに、耐震化技術、法律・税制、融資制度など地震対策に関する情報を、パンフレット、ホー

ムページなど多様な手段により、所有者、居住者等に提供する。 

 特に、宮城県沖地震への対応の緊急性、耐震診断・耐震改修の必要性については、十分に周知する。 

②台帳の整備 

 市は、特定既存耐震不適格建築物について、管理者、規模、構造、用途、建築・改築時期、耐震診断・

耐震改修の有無・今後の予定等についての台帳を整備し、この台帳を基にして県と連携して耐震診断・

耐震改修の進行管理を行う。 

③耐震診断の促進 

 市は、耐震診断の促進を図るため、必要な情報提供等の拡充に努める。市は、耐震診断の実施の対象

建築物所有者に対しての呼びかけを引続き行っていく。 

④耐震改修の促進 

 市は、耐震改修の促進を図るため、必要な情報提供等の拡充に努める。市は、耐震改修の実施の対象

建築物所有者に対しての呼びかけを引続き行っていく。 
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(３) 市有建築物 

①台帳の整備 

多数の者が利用する市有の特定既存耐震不適格建築物、防災上重要な市有建築物、市営住宅、及び市

有建築物のエレベーターについて、規模、構造、用途、建築・改築時期、耐震診断・耐震改修の有無・

今後の予定等からなる台帳を整備する。 
②耐震診断及び改修の実施 

整備された台帳を基に、耐震診断・耐震改修の緊急性を判断し、耐震診断・耐震改修の実施計画を定

めるものとする。 

耐震診断については、耐震性が確保されていることが明らかなものを除き、すべての対象建築物で行

うものとし、診断の結果、耐震性が不足している建築物については、平成 32年度までに順次、耐震改

修を行うものとする。 

 

(４) 地震に伴うがけ崩れ等による建築物の被害の軽減対策 

地震に伴うがけ崩れ等による建築物の被害を軽減するため、がけ地近接等危険住宅移転事業等を活用

するとともに、必要に応じて住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業等の計画を定めて対策を実施するも

のとする。 
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６ 啓発及び知識の普及に関する施策 
 

(１) 地震ハザードマップの作成・公表 

建築物の所有者等に地震時に想定される被害に関する情報を提供し、耐震改修の意識啓発を図るため、

ゆれやすさマップ及び地域の危険度マップを作成し配布するとともに、ホームページにおいても公表し、

市民の地震に対する防災意識の醸成を図る。 

また、自主防災組織が自ら作成する防災マップの取り組みについて支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12 栗原市ゆれやすさマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図13 栗原市地域の危険度マップ 



 - 30 - 

 

(２) 相談窓口の設置 

住宅や建築物の耐震化を図る第一歩として、市民が気軽に相談できる環境整備を行うことが重要であ

る。また、様々な相談に対して的確に対応することが必要である。 

このような観点から、市民からの相談などに対していつでも適切に対応できるよう、市は耐震診断お

よび耐震改修に係る耐震相談窓口を市役所本庁舎に設置する。この窓口では、耐震診断や耐震改修に関

する一般的な相談だけではなく、市が実施する耐震化に係る施策や助成事業、耐震改修工法の事例紹介

など総合的な対応を行う。 

耐震相談窓口 

 

建設部 建築住宅課 

 場所：栗原市役所本庁舎3階 ／ 電話：0228-22-1153（内線531・532・533） 

 

(３) 耐震相談会の開催 

市民の耐震化に係るニーズに応えるためには、本庁舎に設置する耐震相談窓口だけではなく、市内の

各地区において相談できる機会の提供が求められている。 

このような観点から、耐震診断および耐震改修に係る市民からの相談をそれぞれに地区で受けること

ができるように、市は関係団体と連携して耐震相談会を実施する。 

 

(４) 耐震化に係る事業の周知 

市民が耐震診断および耐震改修を実施するためには、市で実施する支援制度や耐震化の基準などにつ

いて正確に把握することが重要である。 

このような観点から、市は、市民に市が実施する耐震化に係る事業や制度の内容を周知するために、

パンフレット、広報誌およびホームページでの周知を行う。 

 

(５) 信頼できる技術者の情報提供 

住宅や建築物の耐震化を促進するためには、市民が安心して耐震診断や耐震改修に取り組める環境を

つくることが求められている。また、昨今、住宅リフォーム工事契約に伴う消費者被害が社会問題とな

っており、信頼できる技術者の情報提供を行っていくことは重要である。 

このような観点から、市は県と協力し、市民に対して、耐震診断や耐震改修に関して信頼できる技術

者の情報提供を行う。 

 

(６) 耐震改修促進税制の普及 

平成 18年度税制改正において耐震改修促進税制が創設され、既存住宅を耐震改修した場合、その証

明書を添付して確定申告を行うことなどにより、所得税額の特別控除や固定資産税額の減額措置を受け

られるようになった。住宅の耐震化を促進するための手段として、耐震改修促進税制を普及させること

は有効であると考えられる。 

このような観点から、市は、耐震改修促進制度の普及を図っていくために、市が支援する耐震改修に

係る助成を行うと同時に、所得税額の特別控除や固定資産税額の減額措置に必要な証明書を発行する。 

 

 (７) リフォームにあわせた耐震改修の誘導策 

耐震改修は、建築物の構造部材の補強のために内装工事を伴うことが多く、リフォーム工事にあわせ

耐震改修工事を実施することは、所有者にとって経済的にも有効な方法である。 

市は、リフォーム工事にあわせた耐震改修の工事方法や新たな工法等を、パンフレットやホームペー

ジでより広く情報提供するとともに、安心してリフォーム工事を実施できるよう関係団体と連携し、住

宅等の耐震改修の促進を図る。 
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(８) 町内会、ＮＰＯ等との連携に関する方針 

耐震改修の促進は、地域として耐震化の意識が高まることが重要である。また、災害時の避難や消火

活動は、地域に組織された自主防災組織により自助及び共助の観点から行われることが最も有効である

ことから、自主防災組織の構成単位である自治会や町内会との連携のもと、住宅・建築物の耐震改修の

促進に取り組むことが重要である。 

市は県やＮＰＯと連携して、自治会や町内会の地域特性を踏まえた耐震化の促進のための講習会等の

開催やパンフレット配布等により、きめ細かく耐震化の促進を図る。 
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７ 関連施策 
 

(１) 宮城県建築物等地震対策推進協議会 

平成 17年 6月に、既存建築物の耐震診断・改修等の推進を図る「宮城県既存建築物耐震改修促進協

議会」と、震災後の二次災害防止及び復旧対策を検討する「宮城県被災建築物宅地危険度判定協議会」

が統合され、「宮城県建築物等地震対策推進協議会」が組織された。 

これにより、震前・震後対策を総合的に推進する体制に強化され、近い将来発生すると予想されてい

る大規模地震に向けて、建築物の耐震化や地震により被害を受けた建築物の早期復旧など地震による被

害を軽減するための様々な課題に対して、学識経験者、県、市町村、建築関係団体が連携して取り組ん

でいる。 

県及び市町村は、協議会を活用し、産学官による建築物の耐震化の推進方策等の検討・情報交換を行

うとともに、産学官一体となった推進体制の整備・拡充を行い、本計画の推進を図る。 

 

表21  宮城県建築物等地震対策推進協議会の構成 

     

■学識経験者 東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻 

   
■行政団体 

 宮城県（関係各課）、  
 県内全市町村関係各課 
（ 仙台市、石巻市 塩竈市、気仙沼市、 
  白石市、名取市、角田市、多賀城市、 
  岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、 
  大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、 
 村田町、柴田町、川崎町、丸森町、 
  亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、 
  利府町、大和町、大郷町、富谷町、 
  大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、 
  美里町、女川町、南三陸町） 
 

■建築物所有者団体等                   
 (一社)日本旅館協会東北支部連合会 
(一社)宮城県専修学校各種学校連合会 
仙台ビルディング協会 

 日本チェーンストア協会東北支部 
  宮城県商工会議所連合会仙台商工会議所 
宮城県私立中学高等学校連合会 

 宮城県病院協会 

■建築関係公益法人 

 (一財)宮城県建築住宅センター 
(公社)空気調和・衛生工学会東北支部 

(一社)建築設備技術者協会東北支部 

 (公社)全国宅地擁壁技術協会東北支部 
(一社)電気設備学会東北支部 

(公社)日本技術士会東北支部 
   （衛生工学・環境・上下水道部会） 

(公社)日本建築家協会東北支部宮城地域会 

(一社)日本建築構造技術者協会東北支部 

(公社)日本建築積算協会東北支部 

(一社)宮城県建設業協会 

(一社)宮城県建築士会 

 (一社)宮城県建築士事務所協会  
(独法)住宅金融支援機構 

東日本構造物調査診断協会 
宮城県瓦工事業組合 

宮城県建設職組合連合会 

宮城県優良住宅協会 
宮城県住宅供給公社 

 

           出典／平成26年度会員名簿 

 

 

会員（順不同） 
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(２) 家具の転倒防止対策 

建築物に十分な耐震化が施されていても、家具の転倒による人的被害や、転倒家具が障害となり延焼

火災からの避難が遅れるなどし、被害が発生する恐れがある。 

室内での居住者被害を防止するため、家具固定の重要性について広く周知するとともに、効果的な家

具の固定方法等の普及徹底を図る。 

また、身体的、経済的に対応が困難な高齢者・障害者等世帯については、「家具転倒防止器具取付事

業」の活用等により、家具転倒防止策の支援に取り組む。 

 

(３) ブロック塀等の転倒防止対策 

ブロック塀は、住宅密集地等に設置される事例が多く、地震時に倒壊した場合、人身事故が発生する

おそれがあるばかりでなく、地震後の避難や救助・消化活動にも支障が生じる可能性があり、その安全

対策は重要な課題となっている。 

ブロック塀の倒壊による危険性等について、ホームページへの掲載やパンフレット等の配布を通じて

市民に周知を図るとともに、スクールゾーン等におけるブロック塀等の安全性についての実態調査を引

き続き行い、危険性のあるものについては、その結果を所有者等に通知し、できるだけ早期にその改善

を図るよう指導する。 

 

(４) 被災建築物・宅地の応急危険度判定 

本市では、大規模地震が発生した場合、被災建築物及び宅地の危険性等を応急的に判定する応急危険

度判定を実施するため、被災建築物宅地危険度判定要綱を定めている。今後は大規模地震を想定した訓

練や体制の整備を進め、震災時に備えるものとする。 
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宮城県沖地震の長期評価 
 

宮城県の沖合から日本海溝までの海域では、ここを震源域として大地震が繰り返し発生していること

が知られている。また、この海域では、陸寄り及び日本海溝寄りの2つの海域それぞれを震源域として

発生する地震が知られている。ここでは、このうち、1978年に宮城県沖で発生したマグニチュード（M）

7.4の地震に代表される、 陸寄りの海域を震源域として繰り返し発生する大地震（以下「宮城県沖地震」

という。）に関して、長期的な観点で次のように評価した。 評価に当っては、同海域に発生した地震に

ついて行われた調査研究の成果を参考にした。 

 

１ 地震の発生位置 

宮城県沖地震は、東北地方の陸側のプレートの下へ太平洋プレートが沈み込むことに伴って、これ

ら 2つのプレートの境界面（以下「プレート境界面」という。）の、牡鹿（おじか）半島沿岸からそ

の東方へ拡がる範囲で発生している と考えられる。  

 

２ 地震活動 

宮城県沖地震の震源域での過去の活動及び将来の活動についての特性等は表1のとおりであり、こ

れらについて次のように考えられる。  

 

＜過去の活動について＞ 

歴史地震の記録や観測成果の中に記述された、津波の記録、震度分布等に基づく調査研究の成果を

吟味した結果、1793年以降現在までの200年間余りに6回活動したと考えられる。 この結果、活動

間隔は 26.3年から 42.4年までの範囲となり、平均活動間隔は 37.1年となる。最新の活動は、1978

年6月12日であることから、最新活動からの経過時間は2001年1月1日現在で22.6年となり、平

均活動間隔の61％に達する。  

また、地震の規模は、通常はM7.3～7.5の範囲にあったと考えられる（陸寄りの海域に想定される

震源域の中だけが破壊した地震の場合を、以下「単独の場合」という。）。但し、1793年の地震は、陸

寄り及び日本海溝寄りの震源域が連動して破壊したため（以下「連動した場合」という。）、その規模

は他の地震より大きいM8.2程度※1であったと考えられる。  

なお、1793年より前の地震についてはデータが十分でないと判断し評価を行わなかった。  

 

＜将来の活動について＞ 

地震発生の可能性は、年々高まっており、今後 20年程度以内（2020年頃まで）に次の地震が起こ

る可能性が高いと考えられる。  

また、地震の規模は、単独の場合にはM7.5前後、連動した場合にはM8.0前後となると考えられる
※2。但し、次の活動が単独の場合となるか連動した場合となるかは、現状では判断できない。  

 

 

 

 
※1 この報告書では、Mの数値の推定のばらつきについて、「程度」及び「前後」も使用。「程度」は「前後」よりばら

つきが大きい場合に使用した。 

※2 同上。 

 

資料１ 
平成 12年 11月 27日 
地震調査研究推進本部 
地 震 調 査 委 員 会 
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３ 今後に向けて 

形状、ずれの向きなど強震動評価に必要な事項は、今後別途評価する。  

 

表1 宮城県沖地震の長期評価のまとめ 

項 目 特  性 根拠 

(1)発生位置（領域)の目 

安、地震の型 

・宮城県の牡鹿半島の東方域 

 北緯38.1～38.5°、東経141.5～142.5°。 

・東北地方の陸側のプレートと太平洋プレー

トの境界面。低角逆断層型。 

1978年の宮城県沖地震

の余震域からおおよそ

の範囲を読み取った。 

(2)過去の活動 

・表2参照。 

・平均活動間隔          37.1年 

・最新活動から2001年1月1日 

現在までの経過時間       22.6年 

説明2-2参照。 

(3)次の活動時の地震の 

  規模 

・マグニチュード（M）7.5前後。 

 但し、日本海溝寄りの海域の地震と連動し

て発生した場合にはM8.0前後。 

説明2-2参照。 

（以下試算値） 

項 目 試 算 値 備考 

(4)次の活動の発生可能性

に関する数値（対数正

規分布モデルによる試

算値；注参照） 

・地震後経過率（注参照）       約60％ 

・現在～2010年末の発生確率約  30％ 

・現在～2020年末の発生確率約  80％ 

・現在～2030年末の発生確率   90％より大 

・現在までの集積確率（注参照） 約0.3％ 

・2010年末までの集積確率   約30％ 

・2030年末までの集積確率   90％より大 

地震調査研究推進本部

地震調査委員会長期評

価部会（1999）参照。 

(5)参考指標（試算値；注

参照） 

・指標(1)経過年数       約-5年 

比          約0.8 

・指標(2)           約0.1 

・指標(3)           約0.3％ 

・指標(4)           約1.0 

・指標(5)           約0.03 

地震調査研究推進本部

地震調査委員会長期評

価部会（1999）参照。 

注：評価時点は全て2001年1月1日現在。有効数字一桁で表示。  

地震後経過率     ：最新活動時期から評価時点までの経過時間を平均活動間隔で割った値。  

   集積確率      ：前回の地震発生から評価時点までに地震が発生しているはずの確率。  

指標(1)経過年数   ：当該地震系列に対数正規分布モデルを適用した場合の、1年間当りの発生確率（以下「危険

率」という。）が、指数分布モデル（以下「ポアソン過程」という。）を適用した場合の

危険率を超えてからの経過年数（負符号の場合は、その危険率を超えるまでに残された年

数）  

指標(1)比        ：前回の地震発生時から評価時点までの経過時間(B)と前回の地震発生時から 対数正規分布

モデルによる危険率がポアソン過程とした場合の危険率を超えるまでの時間(A)との比

(B/A)。  

指標(2)           ：評価時点の対数正規分布モデルによる危険率とポアソン過程とした場合の危険率の比。  

指標(3)           ：評価時点での集積確率。  

指標(4)           ：評価時点以後30年以内に発生する確率とその最大の値との比。 

指標(5)           ：ポアソン過程とした場合の危険率。  
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表2 宮城県沖地震であると評価した地震の発生年月日 

地震発生年月日 
前回の地震からの 

経過年数  （年） 
地震の規模 備考 

1793年 2月17日 

1835年 7月20日 

1861年10月21日 

1897年 2月20日 

1936年11月 3日 

1978年 6月12日 

 

42.4年 

26.3年 

35.3年 

39.7年 

41.6年 

M8.2程度 

M7.3程度 

M7.4程度 

M7.4 

M7.4 

M7.4 

連動の場合 

単独の場合 

単独の場合 

単独の場合 

単独の場合 

単独の場合 

 

説明 

１ 宮城県沖地震の系列の同定に関するこれまでの主な調査研究 

地震調査研究推進本部地震調査委員会（1999）は、東北地方について次のように述べている。  

東南東の方向から太平洋プレートが年間 約 8cmの速さで近づいている。太平洋プレートは、日本

海溝から東北地方の下へ沈み込んでおり、太平洋プレートの沈み込みに伴う地震活動は、東北地方の

日本海側では深さ約150～200km、さらにロシアの沿海州南端付近の地下深く（深さ600km程度）まで

見られる。  

 

また、宮城県沖地震の系列の同定に係わる調査研究としては、羽鳥（1975、1987）、瀬野（1979）、Utsu

（1984）、Nishenko and Buland（1987）、宇佐美（1996）、地震調査委員会長期評価部会（1999）、宇津

（1999）、大竹（1998a、1998b、1999）、松浦他（2000）、都司（2000）などがあり、その概要は表 4の

とおりである。  

 

 

２ 宮城県沖地震の評価結果について 

２-１ 地震の発生位置 

宮城県にある牡鹿（おじか）半島の東方沖では、東北地方の陸側のプレートの下へ太平洋プレートが

沈み込むことに伴って、大地震が繰り返し発生していることが知られている（例えば、地震調査委員会

（1999））。最近では、1978年に、これら 2つのプレートの境界面（以下「プレート境界面」という。）

を震源域とした低角逆断層型（例えば、瀬野1979）のプレート間地震が発生し、宮城県を中心に強い地

震動が生じ、仙台市などで震度5が観測された（気象庁1996）。また、震源の深さは約40kmと推定され

ており、地震の規模の割に津波はあまり大きくなく、検潮所で観測された津波の最大波高※3は最も大き

い地点でも 仙台新港の49cmであった（地震調査委員会1999）。 

今回の評価では、この 1978年の地震を宮城県沖地震の典型的な事例と考えた。このため、評価作業

に当っては、宮城県沖地震の震源域は、1978年の地震の発生後3日間の余震発生域（図1）に位置する

と想定するとともに、その型も1978年の地震と同様に低角逆断層型であると想定した。 

 

２-２ 過去の活動 

◇宮城県沖地震の同定 

過去の地震について、今回の評価の対象とした宮城県沖地震であるとの同定の作業は、主に、宇津

（1999）、羽鳥（1975、1987）、大竹（1999）などの記述を参考にし、これらに記述がない場合及び不確

実な場合には、都司（2000）を参考にして検討した。また、地震の Mの値は、宇津（1999）及び 都司

（2000）を採用し、両者が一致しない場合は、後者を採用することとした。 但し、1884 年以前は近代

観測が行われる前の時点の値であり、1885年以降に比べ信頼性が劣ることから、1884 年以前のMの値

には「程度」という言葉を付加した。  

 
※3 最大波高は、津波の全振幅の最大のことである。地震調査委員会（1999）p.75の「津波の高さ」は、最大波高のこ

とである。なお、「津波の高さ」は、平常潮位から津波の山までの高さを示すことが多い。 
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宮城県沖が震源であった可能性がある 地震は、1793年 以降については、11回知られている（表 3

参照）。これらの地震について、①内陸地震、②陸寄りの領域を震源域とする地震、③日本海溝寄りの

領域を震源域とする地震、及び④陸寄りと日本海溝寄りの両方の領域が連動した地震に仕分けした。こ

こでは、陸寄りの領域が活動した②番目の地震（1978年の地震が含まれる。）を原則として宮城県沖地

震（単独の場合）として同定することとし、④番目の地震を連動した地震（連動の場合）として同定し、

両者を平均活動間隔の計算や長期発生確率などの試算に使用することとした。陸寄りの領域だけが活動

した場合（②番目の地震の場合）には、津波を伴うものの、その規模の割には津波が顕著には大きくな

らないという特徴があるが、明治時代より前に発生した地震については津波の記録が残っていない場合

が多くあると判断し、津波の有無は参考に止め、主として震度分布によって同定することとした。 

1793年の地震より前 については、8回の地震が知られている（表3参照）。これらの地震については、

宮城県沖地震の系列かどうかの同定を適切に行うにはデータが十分でないと判断し、評価は行わなかっ

た。 

 

 

1978年6月12日の地震  

震度5（現在の震度階級において、震度5弱または5強に相当）となった範囲は、宮城県、岩手県

南部、福島県北部、山形県の一部におよび、また震度4となった範囲は、北は青森県南部、秋田県全

域、南は神奈川県東部にまでおよんだ（気象庁1983）（図2）。また、検潮所で観測された津波の最大

波高の最も大きい地点は、仙台新港の 49cmであった。ここでは、この地震を宮城県沖地震の典型例

として扱うこととした。 

 

1936年11月3日の地震  

震源、規模ともに1978年の地震とほぼ等しく（宇津1999）、また仙台市などで震度5（現在の震度

階級において、震度5弱または5強に相当）が観測されている（図3）。この地震による津波の波源域

は、1978年の地震による波源域の南側にずれて推定されているものの一部重なっており（ 図 4） 、

震度分布を考慮して、宮城県沖地震の一つであると同定した。  

 

1933年6月19日の地震  

震源が日本海溝寄りにある（宇津1999）ことから、宮城県沖地震には当らないと考えた。 

 

1915年11月1日の地震  

震源が日本海溝寄りにある（宇津1999）ことから、宮城県沖地震には当らないと考えた。 

 

1898年4月23日の地震  

小津波が観測されており、津波に基づく推定波源域は、1897年2月20日（当該地震の14ヶ月前）

の地震※4（以下「前年 2月の地震」という。）の波源域と重なるように推定されている（図 5）。しか

し、中央氣象臺（1902）は、前年2月の地震※5と揺れの分布を比較し、当該地震の震源が、前年2月

の地震とは異なる※6と述べている。 

震度分布には烈震域がなく（図 6）、地震の規模はやや小さめの M7.2（宇津1999）と推定されてお

り、宮城県付近に烈震域がある前年2月の地震の震度分布と異なる※7。  

 

 
※4 宮城県沖地震の一つと同定（後述）。 

※5 中央氣象臺（1902）の記述では、「昨二十九年」としているが、「昨三十年」の誤りとみられる。 

※6 「 ……往々陸前地方ヲ激動スル地震（注1）ト是等ノ地震（注2）トハソノ震源地ヲ一ニセルモノ丶如ク考ヘラル

丶ト雖モ其實全ク相異ナルモノニシテ ……」  

（注1）このような地震として1897年2月20日の地震が含まれる。（注2）「是等」は、中央氣象臺（1902）では、

三陸沿岸域を激動する地震のことを指しており、1898年4月23日の地震もその特徴を持っているとしている。 

※7 1898年（明治31年）から震度階級が変更された（三浦1964）ものの、この地震については、中央氣象臺（1902）

の記述から、1897年までの震度階級で観測結果が報告されていたものと考えられる。  
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また、当該地震の8ヶ月前（1897年8月5日）には、日本海溝寄りでM7.7の地震が発生している。 

これらのことから、1898年4月23日の地震は、前年2月の地震とは異なる震源域で発生し、前年

2月と 8月の地震の両者に誘発されて発生したものであると推定した。このため、1898年 4月23日

の地震は宮城県沖地震には当らないと考えた。  

 

1897年8月5日の地震  

震源が日本海溝寄りにある（宇津1999）ことから、宮城県沖地震には当らないと考えた。 

 

1897年2月20日の地震 

震源が陸寄りにある（宇津1999）こと、また津波の記録があり、陸寄りに波源域が推定されている

こと（図 5）から、陸寄りの地震の可能性が高いと判断した。また、震度分布では、烈震域（現在の

震度5弱以上に相当（三浦1964））があり、強震域（現在の震度4に相当）は青森、秋田、神奈川に

までおよぶ（図7；中央氣象臺1897）。これらのことから、宮城県沖地震の一つであると同定した。 

 

1861年10月21日の地震  

この地震の震度分布が1978年の震度分布と良く似ており（都司2000）、また津波の史料が見出され

ている（図8）。これらのことから宮城県沖地震の一つであると同定した。 

 

1855年9月13日の地震  

震度分布において、震度5弱以上の範囲が1978年の地震に比べ極狭い範囲に限られている（図9）

ことから、この地震の震源は陸にあると判断し、宮城県沖地震には当らないと考えた。 

 

1835年7月20日の地震  

この地震の震度分布が 1978年の震度分布と良く似ている（図 10）ことから、宮城県沖地震の一つ

であると同定した。なお、顕著な津波があったことを示す史料の記述は、同年チリ付近に発生した地

震によるもの（都司2000）と判断した。 

 

1793年2月17日の地震  

この地震は、岩手県から宮城県の沿岸で2～5mの高さの津波があったという記録から日本海溝寄り

の震源域の活動とされているが、震度5弱以上の範囲が宮城県から北の方へ細長く伸びている（図11）

ことから、日本海溝寄りと陸寄りの震源域が連動して破壊したと判断し、宮城県沖地震の一つである

と同定した。 

 

 

◇地殻変動の現状  

 GPS（図 12）など地殻変動のデータから、宮城県沖地震の震源域付近のプレート間は十分な結合力を

示していることが推定されている（例えば、El-Fiky et al.1999、Nishimura et al.2000、Ito et al.2000）。  

 

◇地震活動の現状  

 1978年の地震の余震活動は、現在の地震活動の状況（図 13）から、既に通常の地震活動のレベルま

で低下していると考えられる。  

 

◇プレート運動との整合性  

1978年の地震は低角逆断層型であり、プレート境界面で平均2.1～2.3mのずれがあった（Seno et al. 

1980）。この平均的なずれの量は、年間約 8cmというプレートの相対運動速度から期待されるずれの累

積値より有意に小さい。この地域の海溝におけるプレート間の結合の程度を示す係数が1.0より小さい

（例えば、川崎・他1998）ことを考慮すると、約2mのずれの量と約37年の平均活動間隔は、プレート

運動速度と矛盾しないと考えられる。  
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２-３ 将来の活動  

各種の地震発生の可能性を検討する手法は試案の段階である。このため、地震発生の可能性の評価は、 

地震調査委員会長期評価部会（1999）に示された手法 を用いた試算の結果も参考にしつつ、次のよう

に総合的に実施した。  

宮城県沖地震の発生間隔の分布は、AIC（Akaike1974、坂元・他 1983）を計算して比較した結果、ラ

ンダムに地震が発生しているとするモデル（指数分布モデル；以下「ポアソン過程」という。）に比べ、

更新過程の対数正規分布モデルを適用する方が妥当であると考えられた。このため、対数正規分布モデ

ルを用いて各種確率を試算した。試算においては、平均活動間隔のばらつきのパラメータとして、表 2

の地震系列から算出される試算値（対数標準偏差 σ=0.176；地震調査委員会長期評価部会,1999）を利

用した。評価時点は、2001年1月1日とした。  

試算値によると、次の宮城県沖地震の発生の危険率（1年当りの発生確率）は、ポアソン過程と仮定

した場合の危険率を、2005年末頃までには超える（指標(1)）。また、2001年から20年以内に発生する

確率は、約80％となる。さらに、10年以内に発生する確率は、今後年々急速に高まっていき2010年に

は約70％（2010年までに発生しなかったという条件の下での2010年から2020年の間に発生する確率）

となる（図14）。集積確率についても、2005年頃から年々急速に高まっていく（図15）。  

これらを踏まえ、地震発生の可能性は、年々高まっており、今後 20年程度以内（2020年頃まで）に

次の地震が起こる可能性が高いと考えた。  

なお、陸寄りと日本海溝寄りが連動した場合は、過去に大津波が発生したことが知られているので、

津波の発生にも注意が必要である。  

 

 

表3 宮城県沖地震の系列の同定に関する調査研究と本報告の評価 

   文献番号 

 

発生年月日 

〔21〕 〔25〕 〔9〕 

〔5〕 

又は 

〔6〕 

〔18〕 

又は 

〔19〕 

〔26〕 〔23〕 本報告 
Ｍ 
※1 

津波 
※2 

1611年12月 2日 ― ― ― △/― ― △ ― 

評価しな 

かった 

8.1 有 

1616年 9月 9日 ○ ○ ○ ― ― ○ × 7.0 ？ 

1646年 6月 9日 ○ ○ ○ ― ― × △ 7.2，6.6 ― 

1678年10月 2日 ○ ○ ○ ― ― △ △ 7.5，7.5 ― 

1717年 5月13日 ― ― ― ― ― ○ ○ 7.4，7.5 有 

1731年10月 7日 ― ― ― ― ― △ △ 6.9，6.5 ― 

1736年 4月30日 ○ ○ ○ ― ― △ △ 5.7，6.0 ― 

1770年 5月27日 ○ △ △ ― ― △ × 7.4 ― 

1793年 2月17日 ○ ○ △ △ ― ○ ○ ◎ 8.2 有 

1835年 7月20日 ○ ○ ○ ○/― ○ ○ ○ ◎ 7.3，7.0 ？ 

1855年 9月13日 ― ― ― ― ○ △ △ △内陸 6.2，7.3 無 

1861年10月21日 ○ ○ ○ ○/― △/○ △ ○ ◎ 7.4，－ 有 

1897年 2月20日 ○ ○ ○ ○/― ○ ○ ― ◎ 7.4 有 

1897年 8月 5日 △ ― ― △/― ― △ ― △海溝寄り 7.7 有 

1898年 4月23日 ― ― ― ○/― ― △ ― △陸寄り 7.2 有 

1915年11月 1日 ― ― ― ― ○/― △ ― △海溝寄り 7.5 有 

1933年 6月19日 ― ― ― ― ○/― △ ― △海溝寄り 7.1 有 

1936年11月 3日 ○ ○ ○ ○/― ○ ○ ― ◎ 7.4 有 

1978年 6月12日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ◎ 7.4 有 
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（凡例）  

・文献番号の欄の記号  

○ ： 宮城県沖地震の一つと同定。  

△ ： 内陸に発生した地震、日本海溝寄りに発生した地震、又は少なくとも地震があったと判

断したか、陸寄りの海域以外に発生した可能性があると判断。 

× ： 地震そのものがなかったか、存在が疑わしいと判断。  

－ ： 判断を示していないか、資料不十分と判断。  

・本報告の欄の記号  

    ◎ ： 宮城県沖地震の一つであると長期評価部会が同定した地震。  

△ ： 宮城県沖地震には当らないと長期評価部会が判断した地震。  

なお、1793年より前は長期評価部会は評価しなかった。  

・津波の欄の記号  

   有 ： 津波が観測された地震（津波による被害がないものも含む。）  

   ？ ： 津波があった可能性があるか、津波の存在を示す資料が否定された地震。  

無 ： 津波が観測されなかった地震。  

－ ： 津波の有無の研究成果が発表されていない地震。  

 

 

注※1）Ｍの欄は〔26〕の表に記述されたＭを示し、〔23〕のＭがあれば左側に併記した。  

〔23〕は、新たに震度分布や津波の規模から再調査した結果である。  

〔26〕は、「1884年以前の震央の緯度・経度とマグニチュードは宇佐美（1996）の書物（〔24〕）

によるが、同書に範囲として示されているものは範囲の中央値を記入し、また分数は小数に

直し小数点以下 1桁で打ち切った。」としている。また、〔26〕は、「1885～1980年の震源と

マグニチュードは宇津の表による。1981年以降は気象庁資料による。」としている。但し、

1861年10月21日の地震についてはM7.3とされているが、その根拠が不明のため記入しな

かった。 また、宇津（［26］）がＭを決めるうえで気象庁Ｍを引用した地震に関しては、気

象庁による改訂Ｍ値（2003年9月25日）を採用した。 

 

注※2）津波の欄は、1898年は〔5〕から、それ以外は〔26〕又は〔23〕の記述を記入。〔26〕

と〔23〕とで記述が異なる場合は〔23〕の記述を記入。  
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表4 宮城県沖地震の系列の同定に関する調査研究の概要 

1611年12月2日 〔5〕  ：岩手県から宮城県沿岸で4～20mの津波。波源域は日本海溝寄り。 

〔18〕 ：1800年代より前は資料不完全。 

〔26〕 ：津波あり。日本海溝寄り。M8.1。 

1616年 9月 9日 〔21〕 ：宮城県沖地震の一つであることが確実。 

〔25〕 ：宮城県沖地震の一つであることが確実という〔21〕の見解を採用。 

〔9〕  ：〔25〕の見解を採用。 

〔18〕 ：1800年代より前は資料不完全。 

〔26〕 ：宮城県沖地震の一つ。津波があったかもしれない。M7.0。 

〔23〕 ：地震の存在否定。 

1646年 6月 9日 〔21〕 ：宮城県沖地震の一つである可能性。 

〔25〕 ：宮城県沖地震の一つである可能性という〔21〕の見解を採用。但し、内陸地震の可能性。 

〔9〕  ：〔25〕の見解を採用。 

〔18〕 ：1800年代より前は資料不完全。 

〔26〕 ：〔27〕が挙げているが、内陸地震又は史料が非常に少なく震央不明。M6.6。 

〔23〕 ：当時の記録から、宮城県南部、福島、栃木県の一部で震度5弱以上。内陸。M7.2。 

1678年10月 2日 〔21〕 ：宮城県沖地震の一つである可能性。 

〔25〕 ：宮城県沖地震の一つである可能性という〔21〕の見解を採用。 

〔9〕  ：〔25〕の見解を採用。 

〔18〕 ：1800年代より前は資料不完全。 

〔26〕 ：内陸･やや深発の地震の可能性。M7.5。 

〔23〕 ：花巻で最大震度6弱。秋田、山形、福島、宮城県で震度5弱。内陸。M7.5 

1717年 5月13日 〔18〕 ：1800年代より前は資料不完全。 

〔26〕 ：宮城県沖地震の一つ。津波あり。M7.5。 

〔23〕 ：気仙沼で津波あり。宮城県、岩手県、秋田県で震度5弱以上。M7.4。 

1731年10月 7日 〔18〕 ：1800年代より前は資料不完全。 

〔26〕 ：〔27〕が挙げているが、内陸地震又は史料が非常に少なく震央不明。M6.5。 

〔23〕 ：宮城県白石を中心に宮城県南部、福島県、山形県の一部で震度5弱以上。内陸。M6.9。 

1736年 4月30日 〔21〕 ：宮城県沖地震の一つである可能性。 

〔25〕 ：宮城県沖地震の一つである可能性という〔21〕の見解を採用。但し、内陸地震の可能性。 

〔9〕  ：〔25〕の見解を採用。 

〔18〕 ：1800年代より前は資料不完全。 

〔26〕 ：内陸地震の可能性。M6.0。 

〔23〕 ：仙台で震度5弱以上。被害の範囲が小さい。M5.7。 

1770年 5月27日 〔21〕 ：宮城県沖地震の一つである可能性。 

〔25〕 ：宮城県沖地震の一つである可能性という〔21〕の見解を採用。但し、震源不確かで、岩手

県の内陸の可能性。 

〔9〕  ：存在が疑わしい。 

〔18〕 ：1800年代より前は資料不完全。 

〔26〕 ：〔27〕が挙げているが、内陸地震又は史料が非常に少なく震央不明。M7.4。 

〔23〕 ：当時の信頼できる記録に記事が見つからないことから存在を否定。 

1793年 2月17日 〔21〕 ：日本海溝寄りであることが確実で、宮城県沖地震の領域にも活動域が及んだ可能性。 

〔25〕 ：日本海溝寄り確実であり、宮城県沖地震の領域にも活動域が及んだ可能性という〔21〕の

見解を採用。 

〔9〕  ：沖合の地震、この系列に含まれるかどうか疑問がある。 

〔5〕  ：岩手県から宮城県の沿岸で 2～5mの津波。1897年 8月の震度分布と似ている。波源域は

日本海溝寄りで、1897年8月と大体同じかやや北寄り。 

〔6〕  ：岩手県中部から福島県北部に至る内陸部に震度5が分布。主に、岩手県中部から福島県沿

岸まで津波があり、高さは 2～5m。波源域は 1897年 8月のものを含むかたちで本海溝付

近にあった。震度分布の拡がりからM7.8。 

〔18〕 ：1800年代より前は資料不完全。 

〔26〕 ：津波あり。日本海溝寄り及び宮城県沖地震の領域の両地域で活動。M8.2。 

〔23〕 ：大きなゆれが3度たて続けに起きたという記録が各地にあり。津波は三度目の地震による。

岩手県南部から福島県にかけ、津波の記録あり。宮城県を中心に隣接県の一部で震度 5

弱以上。M7.9以上。 
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1835年 7月20日 〔21〕 ：宮城県沖地震の一つであることが確実。 

〔25〕 ：〔21〕の見解を採用。 

〔9〕  ：〔25〕の見解を採用。 

〔5〕  ：宮城県内震度5以上。岩手県南部から宮城県にかけて2～6mの津波があり、宮城県野蒜(の

びる)で被害多。波源域は陸寄り。 

〔18〕,〔19〕 ：宮城県沖地震の一つと判断。 

〔26〕 ：宮城県沖地震の一つ。津波あり。M7.0。 

〔23〕 ：地震直後に現地記録された第一次資料に津波の存在を示すものはなく、また他はチリ津波

の記述であり、津波の存在を否定。宮城県及び岩手県、福島県の一部で震度5弱以上。M7.3。 

1855年 9月13日 〔18〕,〔19〕 ：宮城県沖地震の一つと判断。 

〔26〕 ：宮城県沖地震の一つの可能性もあるが、明らかでない。津波の記録なし。M7.3。 

〔23〕 ：宮城県南部で震度5弱以上。M6.2。 

1861年 10月 21

日 

〔21〕 ：宮城県沖地震の一つであることが確実。 

〔25〕 ：〔21〕の見解を採用。 

〔9〕  ：〔25〕の見解を採用。 

〔5〕  ：宮城県内震度５以上。岩手県南部（綾里（りょうり））から宮城県野蒜にかけて 2～4mの

津波あり。波源域は陸寄りで、1835年7月よりも北。 

〔18〕 ：規模が小さく、内陸の地震の可能性が高いので除去。 

〔19〕 ：この地震を含む場合と含まない場合について検討。 

〔26〕 ：津波があったかもしれない。また、内陸地震の可能性。M7.3。 

〔23〕 ：綾里、野蒜で津波あり。宮城県から岩手県の南部にかけて、震度5弱以上。M7.4。 

1897年 2月20日 〔21〕 ：宮城県沖地震の一つであることが確実。 

〔25〕 ：〔21〕の見解を採用。 

〔9〕  ：〔25〕の見解を採用。 

〔5〕  ：津波あり(鮎川記録) 。雄勝（おがつ）に地震後10分で津波。岩手県南部から福島県にか

けて震度5以上。波源域は陸寄り。 

〔18〕,〔19〕 ：宮城県沖地震の一つと判断。 

〔26〕 ：宮城県沖地震の一つ。津波あり。M7.4。 

1897年 8月 5日 〔21〕 ：日本海溝寄りの活動であることが確実。1897.2.20の地震に引き続いて日本海溝寄りが破

壊した例。 

〔5〕  ：震度4以下。津波あり。波源域は日本海溝寄り。M7.7。 

〔26〕 ：津波あり。日本海溝寄り。M7.7。 

1898年 4月23日 〔5〕  ：石巻付近に軽い被害。 岩手県南部から宮城県南部にかけて震度 5。地震後 8分で鮎川で

津波記録。波源域は陸寄り。 

〔26〕 ：津波あり。M7.2。 

1915年11月 1日 〔18〕 ：宮城県沖地震の一つと判断。 

〔26〕 ：日本海溝寄り又は日本海溝寄りの領域と宮城県沖地震の領域との境界付近。他の日本海溝

寄りの活動より規模が小さいので宮城県沖地震の活動にも日本海溝寄りの活動にも含め

ない。津波あり。M7.5。 

1933年 6月19日 〔18〕 ：宮城県沖地震の一つと判断。しかし、1933年の三陸沖地震との関連で別扱いすべきかも

しれない。 

〔26〕 ：津波あり。M7.1。 

1936年11月 3日 〔21〕 ：宮城県沖地震の一つであることが確実。 

〔25〕 ：〔21〕の見解を採用。 

〔9〕  ：〔25〕の見解を採用。 

〔5〕  ：岩手県南部から福島県にかけて震度5。津波あり。波源域は陸寄り。 

〔18〕,〔19〕 ：宮城県沖地震の一つと判断。 

〔26〕 ：宮城県沖地震の一つ。津波あり。M7.5。 

1978年 6月12日 宮城県沖地震の典型的な例 
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図の目次 

（宮城県沖地震の長期評価） 
 

 

図1  1978年6月12日宮城県沖地震の余震分布（気象庁作成） 

図2  1978年6月12日の地震の震度分布図（気象庁，1983） 

図3  1936年11月3日の地震の震度分布図（気象庁，1983） 

図4  東北地方太平洋側で発生した津波の波源域（羽鳥，1987） 

図5  1897年2月20日の地震と1898年４月23日の地震による津波の波源域と検潮記録（羽鳥，1975） 

図6  1898年4月23日の地震の震度分布（中央氣象臺，1902） 

図7  1897年2月20日の地震の震度分布（中央氣象臺，1897） 

図8  1861年10 月21日の地震の震度分布と被害状況（都司，2000） 

図9  1855年9月13日の地震の震度分布と被害状況（都司，2000） 

図10  1835年7月20日の地震の震度分布と被害状況（都司，2000） 

図11  1793年2月17日の地震の震度分布と被害状況（都司，2000） 

図12  国土地理院のGPS 観測網による最近の地殻水平変動（国土地理院作成） 

図13  宮城県沖地震の震源域の最近の地震活動（気象庁作成） 

図14  10年後までに宮城県沖地震が発生する確率の時間推移 

図15  宮城県沖地震の集積確率の時間推移 
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図1 1978年6月12日宮城県沖地震の震度分布（気象庁作成） 

本震後、3日間の余震分布を示す。（合計87個表示。シンボルが大 

きいほどＭ大。深さ80kmまでの震源を表示。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 1978年6月12日の地震の震度分布      図3 1936年11月3日の地震の震度分

布図 

         （気象庁，1983）                  （気象庁，1983） 

 

 

 

                図4 東北地方太平洋側で発生した津波の推定波源域（羽鳥，1987） 

                   1936年の地震の波源域は、1978年のものよりも南側に位置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 46 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 1897年2月20日の地震と1898年4月23日の地震による津波の波源域 

       と検潮記録（羽鳥，1975） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 1898年4月23日の地震の震度分布（中央氣象臺，1902） 
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図7 1897年2月20日の地震の震度分布（中央氣象臺，1902） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 1861年10月21日の地震の震度分布        図9 1855年9月13日の地震の震度分布 

   と被害状況（都司，2000）               と被害状況（都司，2000） 

矢印は、津波襲来の記録があった場所を示す。 

       また、丸印は、被害状況から推定したその場所 

    の震度を示す。 

丸印は、被害状況から推定したその場所 

の震度を示す。 
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図10 1835年7月20日の地震の震度分布と       図11 1793年2月17日の地震の震度分布

と 

    被害状況（都司，2000）                被害状況（都司，2000） 

    丸印は、被害状況から推定したその場所の             矢印は、津波襲来の記録があった場所を

示 

     震度を示す。                          す。また、丸印は被害状況から推定した

そ 

                               の場所の震度を示す。 

 

 

                                         図 12 国土地理院の GPS観測網による最近の地殻水平変

動 

                        （国土地理院作成） 

                            最近の1年間（1999年9月～2000年9月）の地殻水平変

動 

                            ベクトル図を示す。 

                            ベクトルは平均値による比較を行ったもの。 

                            基準データ：1999年8月28日～1999年9月11日 

                            比較データ：2000年8月28日～2000年9月11日 

                            固定局（◎）を新潟県の大潟局とする。 
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図13 宮城県沖地震の震源域の最近の地震活動（気象庁作成） 
（合計1031個表示。シンボルが大きいほどＭ大。深さ120kmまでを表示。） 

(a)1978年6月～2000年9月までの宮城県沖の震央分布図 

(b)(a)内の矩形領域内の地震回数積算図 

(c)同領域内の地震活動経過図（規模別） 

1983年頃からは、ほぼ一定の割合で発生しており、定常的な活動になって 

いると考えられる。 

 

 

                        図 14 10年後までに宮城県沖地震が発生する確

率の 

                            時間推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        図15 宮城県沖地震の集積確率の時間推移 
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特定既存耐震不適格建築物一覧 

法 政令第
６条第
２項、
３項 

 
         用     途 

努力義務(法第１
４条)、指導・助
言(法第１５条第
１項) 
対象建築物 

指示対象建築物 
（法第１５条第
２項） 

耐震診断義務付
け対象建築物 
（法第７条） 

 
 
 
 
 
法
第
１
４
条
第
１
号 

第１号 幼稚園、保育所 階数２以上かつ 
500㎡以上 

750㎡以上 階数２以上かつ 
1,500㎡以上 

 
 
 
第２号 

学 
 
校 

小学校、中学校、中等教育学校
の前期課程、特別支援学校 

階数２以上かつ 
1,000㎡以上 
（屋内運動場の
面積を含む） 

1,500㎡以上 
（屋内運動場の
面積を含む） 

階数２以上かつ 
3,000㎡以上 
（屋内運動場の
面積を含む） 

老人ホーム、老人短期入所施設、身
体障害者福祉ホームその他これら
に類するもの 

階数２以上かつ 
1,000㎡以上 

 
2,000㎡以上 

階数２以上かつ 
5,000㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、
身体障害者福祉センター、その他こ
れらに類するもの 

階数２以上かつ 
1,000㎡以上 

 
2,000㎡以上 

階数２以上かつ 
5,000㎡以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第３号 

第２号以外の学校 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

  

ボーリング場、スケート場、水泳場
その他これらに類する運動施設 

階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上 階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

病院、診療所 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上 階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上    階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

集会場、公会堂 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上 階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

展示場 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上 階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

卸売市場 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

  

百貨店、マーケットその他の物品販
売業を営む店舗 

階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上 階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

ホテル、旅館 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上 階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎
、下宿 

階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

  

事務所 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

  

博物館、美術館、図書館 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上  階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

遊技場 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上  階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

公衆浴場 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上  階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイ
トクラブ、ダンスホールその他これ
らに類するもの 

 
階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

 
2,000㎡以上  

階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

理髪店、質屋、貸衣裳屋、銀行その
他これらに類するサービス業を営
む店舗 

 
階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

 
2,000㎡以上 

階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

工場 階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

  

資料2 
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車両の停車場又は船舶若しくは航
空機の発着場を構成する建築物で
旅客の乗降又は待合の用に供する
もの 

 
階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

 
2,000㎡以上 

階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

自動車車庫その他の自動車又は自
転車の停留又は駐車のための施設 

階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上 
(一般公共の用に
供されるもの) 

階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

郵便局、保健所、税務署その他これ
らに類する公益上必要な建築物 

階数３以上かつ 
1,000㎡以上 

2,000㎡以上    階数３以上かつ 
5,000㎡以上 

第４号 体育館 1,000㎡以上 2,000㎡以上   
(一般公共の用に
供されるもの) 

階数１以上かつ 
5,000㎡以上 

法第１４
条第２号 

危険物の貯蔵又は処理場の用途に
供する建築物 

政令で定める数
量以上の危険物
を貯蔵、処理する
建築物 

階数１以上かつ 
500㎡以上 

階数１以上かつ 
5,000㎡以上で敷
地境界線から一
定距離以内に存
する建築物 

法第１４
条第３号 

地震によって倒壊した場合におい
てその敷地に接する道路の通行を
妨げ、多数の者の円滑な避難を困難
とするおそれがあり、その敷地が本
計画に記載された道路に接する建
築物 

政令で定める高
さを超える建築
物 

政令で定める高
さを超える建築
物 

政令で定める高
さを超える建築
物 
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関 係 法 令 
 

 

(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号）（抜粋） 
 

 

（目的） 

第一条 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、

建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図

り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「耐震診断」とは、地震に対する安全性を評価することをいう。 

２ この法律において「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、

模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。 

３ この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市

町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただ

し、建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第九十七条の二第一項 又は第九十七条の三第一項 

の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物については、都道府県

知事とする。 

 

（国、地方公共団体及び国民の努力義務） 

第三条 国は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に資する技術に関する研究開発を促進するため、

当該技術に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、資金の融通又はあっせ

ん、資料の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 国及び地方公共団体は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する国民の理解と協力を得るた

め、建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。 

４ 国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。 

 

第二章 基本方針及び都道府県耐震改修促進計画等 

 

（基本方針） 

第四条 国国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

五 次条第一項に規定する都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の

耐震診断及び耐震改修の促進に関する重要事項 

３ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

 

（都道府県耐震改修促進計画） 

第五条 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進を図るための計画（以下「都道府県耐震改修促進計画」という。）を定めるものとする。 

資料3 
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２ 都道府県耐震改修促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項 から第三項 までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対

する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関す

る事項 

五 その他当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

３ 都道府県は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記

載することができる。 

一 病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要

な建築物で政令で定めるものであって、既存耐震不適格建築物（地震に対する安全性に係る建築基

準法 又はこれに基づく命令若しくは条例の規定（以下「耐震関係規定」という。）に適合しない建

築物で同法第三条第二項 の規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。）であるもの（その地

震に対する安全性が明らかでないものとして政令で定める建築物（以下「耐震不明建築物」という。）

に限る。）について、耐震診断を行わせ、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 

当該建築物に関する事項及び当該建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（相当数の建築物が集合し、

又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路（以下

「建築物集合地域通過道路等」という。）に限る。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数

の者の円滑な避難を困難とすることを防止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐

震不適格建築物（地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の

者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物（第十四条第三号におい

て「通行障害建築物」という。）であって既存耐震不適格建築物であるものをいう。以下同じ。）に

ついて、耐震診断を行わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認めら

れる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障

害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期

限に関する事項 

三 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等

を除く。）の通行を妨げ、市町村の区域を越える相当多数の者の円滑な避難を困難とすることを防

止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する

道路に関する事項 

四 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 （平成五年法律第五十二号。以下「特定優良賃貸

住宅法」という。）第三条第四号 に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保

することができない特定優良賃貸住宅（特定優良賃貸住宅法第六条 に規定する特定優良賃貸住宅

をいう。以下同じ。）を活用し、第十九条に規定する計画認定建築物である住宅の耐震改修の実施

に伴い仮住居を必要とする者（特定優良賃貸住宅法第三条第四号 に規定する資格を有する者を除

く。以下「特定入居者」という。）に対する仮住居を提供することが必要と認められる場合 特定

優良賃貸住宅の特定入居者に対する賃貸に関する事項 

五 前項第一号の目標を達成するため、当該都道府県の区域内において独立行政法人都市再生機構

（以下「機構」という。）又は地方住宅供給公社（以下「公社」という。）による建築物の耐震診断

及び耐震改修の実施が必要と認められる場合 機構又は公社による建築物の耐震診断及び耐震改

修の実施に関する事項 

４ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に前項第一号に定める事項を記載しようとするときは、当

該事項について、あらかじめ、当該建築物の所有者（所有者以外に権原に基づきその建築物を使用す

る者があるときは、その者及び所有者）の意見を聴かなければならない。 

５ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画に第三項第五号に定める事項を記載しようとするときは、

当該事項について、あらかじめ、機構又は当該公社の同意を得なければならない。 

６ 都道府県は、都道府県耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、当

該都道府県の区域内の市町村にその写しを送付しなければならない。 

７ 第三項から前項までの規定は、都道府県耐震改修促進計画の変更について準用する。 
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（市町村耐震改修促進計画） 

第六条 市町村は、都道府県耐震改修促進計画に基づき、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び

耐震改修の促進を図るための計画（以下「市町村耐震改修促進計画」という。）を定めるよう努める

ものとする。 

２ 市町村耐震改修促進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

二 当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 

三 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

四 建築基準法第十条第一項 から第三項 までの規定による勧告又は命令その他建築物の地震に対

する安全性を確保し、又はその向上を図るための措置の実施についての所管行政庁との連携に関す

る事項 

五 その他当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

３ 市町村は、次の各号に掲げる場合には、前項第二号に掲げる事項に、当該各号に定める事項を記載

することができる。 

一 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等

に限る。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防

止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物について、耐震診断を行

わせ、又はその促進を図り、及び耐震改修の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障

害既存耐震不適格建築物の敷地に接する道路に関する事項及び当該通行障害既存耐震不適格建築

物（耐震不明建築物であるものに限る。）に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項 

二 建築物が地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路（建築物集合地域通過道路等

を除く。）の通行を妨げ、当該市町村の区域における多数の者の円滑な避難を困難とすることを防

止するため、当該道路にその敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修

の促進を図ることが必要と認められる場合 当該通行障害既存耐震不適格建築物の敷地に接する

道路に関する事項 

４ 市町村は、市町村耐震改修促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、市町村耐震改修促進計画の変更について準用する。 

 

第三章 建築物の所有者が講ずべき措置 

 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務） 

第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画記載建築物」という。）の所有者は、当該要安全確

認計画記載建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、次

の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告しなけ

ればならない。 

一 第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物 同号の規

定により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限 

二 その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に

接する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。） 同号の規定によ

り都道府県耐震改修促進計画に記載された期限 

三 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接す

る通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建築物であ

るものを除く。） 同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限 

 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告命令等） 

第八条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の所有者が前条の規定による報告をせず、又は虚偽

の報告をしたときは、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、その報告を行い、又はその報告の内

容を是正すべきことを命ずることができる。 

２ 所管行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その

旨を公表しなければならない。 

３ 所管行政庁は、第一項の規定により報告を命じようとする場合において、過失がなくて当該報告

を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認めら

れるときは、その者の負担において、耐震診断を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者
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に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該報告をすべき旨及びそ

の期限までに当該報告をしないときは、所管行政庁又はその命じた者若しくは委任した者が耐震診

断を行うべき旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

 

（耐震診断の結果の公表） 

第九条 所管行政庁は、第七条の規定による報告を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、

当該報告の内容を公表しなければならない。前条第三項の規定により耐震診断を行い、又は行わせた

ときも、同様とする。 

 

（通行障害既存耐震不適格建築物の耐震診断に要する費用の負担） 

第十条 都道府県は、第七条第二号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で

定めるところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければなら

ない。 

２ 市町村は、第七条第三号に掲げる建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定め

るところにより、同条の規定により行われた耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならな

い。 

 

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震改修の努力） 

第十一条 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る

必要があると認められるときは、当該要安全確認計画記載建築物について耐震改修を行うよう努めな

ければならない。 

 

（要安全確認計画記載建築物の耐震改修に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十二条 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物の耐震改修の適確な実施を確保するため必要があ

ると認めるときは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、基本方針のうち第四条第二項第三号

の技術上の指針となるべき事項（以下「技術指針事項」という。）を勘案して、要安全確認計画記載

建築物の耐震改修について必要な指導及び助言をすることができる。 

２ 所管行政庁は、要安全確認計画記載建築物について必要な耐震改修が行われていないと認めると

きは、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、必要な指示をするこ

とができる。 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた要安全確認計画記載建築物の所有者が、正当な理

由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告、検査等） 

第十三条 所管行政庁は、第八条第一項並びに前条第二項及び第三項の規定の施行に必要な限度におい

て、政令で定めるところにより、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、要安全確認計画記載建

築物の地震に対する安全性に係る事項（第七条の規定による報告の対象となる事項を除く。）に関し

報告させ、又はその職員に、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載建築物の敷地若しくは

要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、要安全確認計画記載建築物、要安全確認計画記載

建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に

立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけ

ればならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

（特定既存耐震不適格建築物の所有者の努力） 

第十四条 次に掲げる建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの（要安全確認計画記載建築物で

あるものを除く。以下「特定既存耐震不適格建築物」という。）の所有者は、当該特定既存耐震不適

格建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認めら

れるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

一 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人ホームその他多

数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定める規模以上のもの 

二 火薬類、石油類その他政令で定める危険物であって政令で定める数量以上のものの貯蔵場又は
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処理場の用途に供する建築物 

三 その敷地が第五条第三項第二号若しくは第三号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記

載された道路又は第六条第三項の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接す

る通行障害建築物 

 

（特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等） 

第十五条 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保する

ため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案し

て、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることがで

きる。 

２ 所管行政庁は、次に掲げる特定既存耐震不適格建築物（第一号から第三号までに掲げる特定既存

耐震不適格建築物にあっては、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものとして政令

で定めるものであって政令で定める規模以上のものに限る。）について必要な耐震診断又は耐震改

修が行われていないと認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を

勘案して、必要な指示をすることができる。 

一 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定既存

耐震不適格建築物 

二 小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する特定

既存耐震不適格建築物 

三 前条第二号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

四 前条第三号に掲げる建築物である特定既存耐震不適格建築物 

３ 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた特定既存耐震不適格建築物の所有者が、正当な理

由がなく、その指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

４ 所管行政庁は、前二項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定既

存耐震不適格建築物の所有者に対し、特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性に係る事項

に関し報告させ、又はその職員に、特定既存耐震不適格建築物、特定既存耐震不適格建築物の敷地

若しくは特定既存耐震不適格建築物の工事現場に立ち入り、特定既存耐震不適格建築物、特定既存

耐震不適格建築物の敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。 

５ 第十三条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用

する。 

 

（一定の既存耐震不適格建築物の所有者の努力等） 

第十六条 要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の

所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建

築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。 

２ 所管行政庁は、前項の既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、当該既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案し

て、当該既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることが

できる。 

 

 

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平成7年政令第429 号）（抜粋） 
 

（都道府県知事が所管行政庁となる建築物） 

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律 （以下「法」という。）第二条第三項 ただし書の政令

で定める建築物のうち建築基準法 （昭和二十五年法律第二百一号）第九十七条の二第一項 の規定に

より建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第六条第一項第四号 に掲げる建築物（その新築、

改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道

府県知事の許可を必要とするものを除く。）以外の建築物とする。 

２ 法第二条第三項 ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第九十七条の三第一項 の規

定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物（第二号に掲げる建築物にあ

っては、地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十七の二第一項 の規定に

より同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物
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を除く。）とする。 

一 延べ面積（建築基準法施行令 （昭和二十五年政令第三百三十八号）第二条第一項第四号 に規

定する延べ面積をいう。）が一万平方メートルを超える建築物 

二 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第五十一条 （同法第八十

七条第二項 及び第三項 において準用する場合を含む。）（市町村都市計画審議会が置かれている

特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）並びに同法 以

外の法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物 

 

（都道府県耐震改修促進計画に記載することができる公益上必要な建築物） 

第二条 法第五条第三項第一号 の政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げる施設である建築物

とする。 

一 診療所 

二 電気通信事業法 （昭和五十九年法律第八十六号）第二条第四号 に規定する電気通信事業の用

に供する施設 

三 電気事業法 （昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第九号 に規定する電気事業の用に

供する施設 

四 ガス事業法 （昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十項 に規定するガス事業の用に供する

施  設 

五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 （昭和四十二年法律第百四十九号）

第二条第三項 に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設 

六 水道法 （昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項 に規定する水道事業又は同条第四項 

に規定する水道用水供給事業の用に供する施設 

七 下水道法 （昭和三十三年法律第七十九号）第二条第三号 に規定する公共下水道又は同条第四

号 に規定する流域下水道の用に供する施設 

八 熱供給事業法 （昭和四十七年法律第八十八号）第二条第二項 に規定する熱供給事業の用に供

する施設 

九 火葬場 

十 汚物処理場 

十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 （昭和四十六年政令第三百号。次号において「廃

棄物処理法施行令」という。）第五条第一項 に規定するごみ処理施設 

十二 廃棄物処理法施行令第七条第一号 から第十三号の二 までに掲げる産業廃棄物の処理施設

（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行う

ものを除く。） 

十三 鉄道事業法 （昭和六十一年法律第九十二号）第二条第一項 に規定する鉄道事業の用に供す

る施設 

十四 軌道法 （大正十年法律第七十六号）第一条第一項 に規定する軌道の用に供する施設 

十五 道路運送法 （昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一号 イに規定する一般乗合旅客自

動車運送事業の用に供する施設 

十六 貨物自動車運送事業法 （平成元年法律第八十三号）第二条第二項 に規定する一般貨物自動

車運送事業の用に供する施設 

十七 自動車ターミナル法 （昭和三十四年法律第百三十六号）第二条第八項 に規定する自動車タ

ーミナル事業の用に供する施設 

十八 港湾法 （昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第五項 に規定する港湾施設 

十九 空港法 （昭和三十一年法律第八十号）第二条 に規定する空港の用に供する施設 

二十 放送法 （昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第二号 に規定する基幹放送の用に供する

施  設 

二十一 工業用水道事業法 （昭和三十三年法律第八十四号）第二条第四項 に規定する工業用水道

事業の用に供する施設 

二十二 災害対策基本法 （昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第十号 に規定する地域防災

計画において災害応急対策に必要な施設として定められたものその他これに準ずるものと

して国土交通省令で定めるもの 

 

（耐震不明建築物の要件） 
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第三条 法第五条第三項第一号 の政令で定めるその地震に対する安全性が明らかでない建築物は、昭

和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものとする。ただし、同年六月一日以後に増築、

改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事（次に掲げるものを除く。）に着手し、建築基準法第

七条第五項 、第七条の二第五項又は第十八条第十八項の規定による検査済証の交付（以下この条に

おいて単に「検査済証の交付」という。）を受けたもの（建築基準法施行令第百三十七条の十四第一

号 に定める建築物の部分（以下この条において「独立部分」という。）が二以上ある建築物にあって

は、当該二以上の独立部分の全部について同日以後にこれらの工事に着手し、検査済証の交付を受け

たものに限る。）を除く。 

一 建築基準法第八十六条の八第一項 の規定による認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の

うち最後の工事以外の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事 

二 建築基準法施行令第百三十七条の二第三号 に掲げる範囲内の増築又は改築の工事であって、

増築又は改築後の建築物の構造方法が同号 イに適合するもの 

三 建築基準法施行令第百三十七条の十二第一項 に規定する範囲内の大規模の修繕又は大規模の

模様替の工事 

 

（通行障害建築物の要件） 

第四条 法第五条第三項第二号 の政令で定める建築物は、そのいずれかの部分の高さが、当該部分か

ら前面道路の境界線までの水平距離に、次の各号に掲げる当該前面道路の幅員に応じ、それぞれ当該

各号に定める距離（これによることが不適当である場合として国土交通省令で定める場合においては、

当該幅員が十二メートル以下のときは六メートルを超える範囲において、当該幅員が十二メートルを

超えるときは六メートル以上の範囲において、国土交通省令で定める距離）を加えたものを超える建

築物とする。 

一 十二メートル以下の場合 六メートル 

二 十二メートルを超える場合 前面道路の幅員の二分の一に相当する距離 

 

（要安全確認計画記載建築物に係る報告及び立入検査） 

第五条 所管行政庁は、法第十三条第一項 の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、

当該要安全確認計画記載建築物につき、当該要安全確認計画記載建築物の設計及び施工並びに構造の

状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要安全確認計画記載建築物の耐震

診断及び耐震改修の状況（法第七条 の規定による報告の対象となる事項を除く。）に関し報告させる

ことができる。 

２ 所管行政庁は、法第十三条第一項 の規定により、その職員に、要安全確認計画記載建築物、要

安全確認計画記載建築物の敷地又は要安全確認計画記載建築物の工事現場に立ち入り、当該要安全

確認計画記載建築物並びに当該要安全確認計画記載建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図

書その他の関係書類を検査させることができる。 

 

（多数の者が利用する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第六条 法第十四条第一号 の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

二 診療所 

三 映画館又は演芸場 

四 公会堂 

五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗 

六 ホテル又は旅館 

七 賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎又は下宿 

八 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

十 博物館、美術館又は図書館 

十一 遊技場 

十二 公衆浴場 

十三 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十五 工場 
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十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い

の用に供するもの 

十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 

十八 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

２ 法第十四条第一号 の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める階数及び床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合

計をいう。以下この項において同じ。）とする。 

一 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 階数二及び床面積の合計五百平方メートル 

二 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校（以下「小学校等」という。）、

老人ホーム又は前項第八号若しくは第九号に掲げる建築物（保育所を除く。） 階数二及び床面

積の合計千平方メートル 

三 学校（幼稚園、小学校等及び幼保連携型認定こども園を除く。）、病院、劇場、観覧場、集会場、

展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げ

る建築物 階数三及び床面積の合計千平方メートル 

四 体育館 階数一及び床面積の合計千平方メートル 

３ 前項各号のうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第十四条第一号 の政

令で定める規模は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める階数及び床面積の合計に相当するものとして国土交通省令で定める階数及び床面

積の合計とする。 

 

（危険物の貯蔵場等の用途に供する特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第七条 法第十四条第二号 の政令で定める危険物は、次に掲げるものとする。 

一 消防法 （昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項 に規定する危険物（石油類を除く。） 

二 危険物の規制に関する政令 （昭和三十四年政令第三百六号）別表第四備考第六号に規定する

可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類 

三 マッチ 

四 可燃性のガス（次号及び第六号に掲げるものを除く。） 

五 圧縮ガス 

六 液化ガス 

七 毒物及び劇物取締法 （昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項 に規定する毒物又は同条

第二項 に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。） 

２ 法第十四条第二号 の政令で定める数量は、次の各号に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める数量（第六号及び第七号に掲げる危険物にあっては、温度が零度で圧力が一気圧の

状態における数量とする。）とする。 

一 火薬類 次に掲げる火薬類の区分に応じ、それぞれに定める数量 

イ 火薬 十トン 

ロ 爆薬 五トン 

ハ 工業雷管若しくは電気雷管又は信号雷管 五十万個 

ニ 銃用雷管 五百万個 

ホ 実包若しくは空包、信管若しくは火管又は電気導火線 五万個 

ヘ 導爆線又は導火線 五百キロメートル 

ト 信号炎管若しくは信号火箭又は煙火 二トン 

チ その他の火薬又は爆薬を使用した火工品 当該火工品の原料となる火薬又は爆薬の区分に

応じ、それぞれイ又はロに定める数量 

二 消防法第二条第七項 に規定する危険物 危険物の規制に関する政令 別表第三の類別の欄に

掲げる類、品名の欄に掲げる品名及び性質の欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量の

欄に定める数量の十倍の数量 

三 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類 三十トン 

四 危険物の規制に関する政令 別表第四備考第八号に規定する可燃性液体類 二十立方メートル 

五 マッチ 三百マッチトン 

六 可燃性のガス（次号及び第八号に掲げるものを除く。） 二万立方メートル 

七 圧縮ガス 二十万立方メートル 

八 液化ガス 二千トン 
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九 毒物及び劇物取締法第二条第一項 に規定する毒物（液体又は気体のものに限る。） 二十トン 

十 毒物及び劇物取締法第二条第二項 に規定する劇物（液体又は気体のものに限る。） 二百トン 

３ 前項各号に掲げる危険物の二種類以上を貯蔵し、又は処理しようとする場合においては、同項各

号に定める数量は、貯蔵し、又は処理しようとする同項各号に掲げる危険物の数量の数値をそれぞ

れ当該各号に定める数量の数値で除し、それらの商を加えた数値が一である場合の数量とする。 

 

（所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件） 

第八条 法第十五条第二項 の政令で定める特定既存耐震不適格建築物は、次に掲げる建築物である特

定既存耐震不適格建築物とする。 

一 体育館（一般公共の用に供されるものに限る。）、ボーリング場、スケート場、水泳場その他こ

れらに類する運動施設 

二 病院又は診療所 

三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

四 集会場又は公会堂 

五 展示場 

六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

七 ホテル又は旅館 

八 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

九 博物館、美術館又は図書館 

十 遊技場 

十一 公衆浴場 

十二 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

十三 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

十四 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合い

の用に供するもの 

十五 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供さ

れるもの 

十六 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 

十七 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園 

十八 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

十九 法第十四条第二号 に掲げる建築物 

２ 法第十五条第二項 の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める床面積の合計（当該各号に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計をいう。

以下この項において同じ。）とする。 

一 前項第一号から第十六号まで又は第十八号に掲げる建築物（保育所を除く。） 床面積の合計

二千平方メートル 

二 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 床面積の合計七百五十平方メートル 

三 小学校等 床面積の合計千五百平方メートル 

四 前項第十九号に掲げる建築物 床面積の合計五百平方メートル 

３ 前項第一号から第三号までのうち二以上の号に掲げる建築物の用途を兼ねる場合における法第

十五条第二項 の政令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲

げる建築物の区分に応じ、それぞれ同項第一号から第三号までに定める床面積の合計に相当するも

のとして国土交通省令で定める床面積の合計とする。 

 

（特定既存耐震不適格建築物に係る報告及び立入検査） 

第九条 所管行政庁は、法第十五条第四項 の規定により、前条第一項の特定既存耐震不適格建築物で

同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号 に掲げる特定既存耐震不適格建

築物の所有者に対し、これらの特定既存耐震不適格建築物につき、当該特定既存耐震不適格建築物の

設計及び施工並びに構造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該特定既

存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第十五条第四項 の規定により、その職員に、前条第一項の特定既存耐震不適

格建築物で同条第二項に規定する規模以上のもの及び法第十五条第二項第四号 に掲げる特定既存

耐震不適格建築物、これらの特定既存耐震不適格建築物の敷地又はこれらの特定既存耐震不適格建
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築物の工事現場に立ち入り、当該特定既存耐震不適格建築物並びに当該特定既存耐震不適格建築物

の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。 

 

（基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十条 所管行政庁は、法第二十四条第一項 の規定により、法第二十二条第二項 の認定を受けた者に

対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構

造の状況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該基準適合認定建築物の耐震診

断の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十四条第一項 の規定により、その職員に、基準適合認定建築物、基準適

合認定建築物の敷地又は基準適合認定建築物の工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並び

に当該基準適合認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させ

ることができる。 

 

（要耐震改修認定建築物に係る報告及び立入検査） 

第十一条 所管行政庁は、法第二十七条第四項 の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に

対し、当該要耐震改修認定建築物につき、当該要耐震改修認定建築物の設計及び施工並びに構造の状

況に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに当該要耐震改修認定建築物の耐震診断及

び耐震改修の状況に関し報告させることができる。 

２ 所管行政庁は、法第二十七条第四項 の規定により、その職員に、要耐震改修認定建築物、要耐

震改修認定建築物の敷地又は要耐震改修認定建築物の工事現場に立ち入り、当該要耐震改修認定建

築物並びに当該要耐震改修認定建築物の敷地、建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類

を検査させることができる。 
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(3) 建築基準法（昭和25年法律第201 号）（抜粋） 
 

 

（保安上危険な建築物等に対する措置） 

第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又

は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の

規定の適用を受けないものに限る。）について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれ

ば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当

該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物

の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置

をとることを勧告することができる。 

２ 特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場

合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に

係る措置をとることを命ずることができる。 

３ 前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備（いずれも第三条

第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないもの

に限る。）が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該

建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の

除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置を

とることを命ずることができる。 

４ 第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。 

 

 

 

(4) 建築基準法施行令（昭和25年政令第338 号） （抜粋） 
 

 

（勧告の対象となる建築物） 

第十四条の二 法第十条第一項 の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建

築物（法第六条第一項第一号 に掲げる建築物を除く。）のうち、次の各号のいずれにも該当するもの

とする。 

一 階数が五以上である建築物 

二 延べ面積が千平方メートルを超える建築物 
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建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針 

平成 18 年 1 月 26 日 国土交通省告示第 184 号 

平成七年一月の阪神・淡路大震災では、地震により六千四百三十四人の尊い命が奪われた。このうち

地震による直接的な死者数は五千五百二人であり、さらにこの約九割の四千八百三十一人が住宅・建築

物の倒壊等によるものであった。この教訓を踏まえて、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」

という。）が制定された。 

しかし近年、平成十六年十月の新潟県中越地震、平成十七年三月の福岡県西方沖地震、平成二十年六

月の岩手・宮城内陸地震など大地震が頻発しており、特に平成二十三年三月に発生した東日本大震災は、

これまでの想定をはるかに超える巨大な地震・津波により、一度の災害で戦後最大の人命が失われるな

ど、甚大な被害をもたらした。また、東日本大震災においては、津波による沿岸部の建築物の被害が圧

倒的であったが、内陸市町村においても建築物に大きな被害が発生した。このように、我が国において、

大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広がっている。 

さらに、東海地震、東南海・南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び首都圏直下地震につ

いては、発生の切迫性が指摘され、ひとたび地震が発生すると被害は甚大なものと想定されており、特

に、南海トラフの海溝型巨大地震については、東日本大震災を上回る被害が想定されている。 

建築物の耐震改修については、中央防災会議で決定された建築物の耐震化緊急対策方針（平成十七年

九月）において、全国的に取り組むべき「社会全体の国家的な緊急課題」とされるとともに、東海、東

南海・南海地震に関する地震防災戦略（同年三月）において、十年後に死者数及び経済被害額を被害想

定から半減させるという目標の達成のための最も重要な課題とされ、緊急かつ最優先に取り組むべきも

のとして位置づけられているところである。特に切迫性の高い地震については発生までの時間が限られ

ていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実施することが求められている。 

この告示は、このような認識の下に、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るため、基本的な方

針を定めるものである。 

 

一 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進に関する基本的な事項 

１ 国、地方公共団体、所有者等の役割分担 

住宅・建築物の耐震化の促進のためには、まず、住宅・建築物の所有者等が、地域防災対策を自らの

問題、地域の問題として意識して取り組むことが不可欠である。国及び地方公共団体は、こうした所有

者等の取組をできる限り支援するという観点から、所有者等にとって耐震診断及び耐震改修を行いやす

い環境の整備や負担軽減のための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震改修の実施の阻害要因となっ

ている課題を解決していくべきである。 

 

２ 公共建築物の耐震化の促進 

公共建築物については、災害時には学校は避難場所等として活用され、病院では災害による負傷者の

治療が、国及び地方公共団体の庁舎では被害情報収集や災害対策指示が行われるなど、多くの公共建築

物が応急活動の拠点として活用される。このため、平常時の利用者の安全確保だけでなく、災害時の拠

点施設としての機能確保の観点からも公共建築物の耐震性確保が求められるとの認識のもと、強力に公

共建築物の耐震化の促進に取り組むべきである。具体的には、国及び地方公共団体は、各施設の耐震診

断を速やかに行い、耐震性に係るリストを作成及び公表するとともに、整備目標及び整備プログラムの

策定等を行い、計画的かつ重点的な耐震化の促進に積極的に取り組むべきである。 

また、公共建築物について、法第二十二条第三項の規定に基づく表示を積極的に活用すべきである。 

 

３ 法に基づく指導等の実施 

所管行政庁は、法に基づく指導等を次のイからハまでに掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該イ

からハまでに定める措置を適切に実施すべきである。 

イ 耐震診断義務付け対象建築物 

法第七条に規定する要安全確認計画記載建築物及び法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認

大規模建築物（以下「耐震診断義務付け対象建築物」という。）については、所管行政庁は、その所有

者に対して、所有する建築物が耐震診断の実施及び耐震診断の結果の報告義務の対象建築物となってい

る旨の十分な周知を行い、その確実な実施を図るべきである。また、期限までに耐震診断の結果を報告

資料4 
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しない所有者に対しては、個別の通知等を行うことにより、耐震診断結果の報告をするように促し、そ

れでもなお報告しない場合にあっては、法第八条第一項（法附則第三条第三項において準用する場合を

含む。）の規定に基づき、当該所有者に対し、相当の期限を定めて、耐震診断の結果の報告を行うべき

ことを命ずるとともに、その旨を公報、ホームページ等で公表すべきである。 

法第九条（法附則第三条第三項において準用する場合を含む。）の規定に基づく報告の内容の公表に

ついては、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成七年建設省令第二十八号。以下「規則」

という。）第二十二条（規則附則第三条において準用する場合を含む。）の規定により、所管行政庁は、

当該報告の内容をとりまとめた上で公表しなければならないが、当該公表後に耐震改修等により耐震性

が確保された建築物については、公表内容にその旨を付記するなど、迅速に耐震改修等に取り組んだ建

築物所有者が不利になることのないよう、営業上の競争環境等にも十分に配慮し、丁寧な運用を行うべ

きである。 

また、所管行政庁は、報告された耐震診断の結果を踏まえ、当該耐震診断義務付け対象建築物の所有

者に対して、法第十二条第一項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努めるとともに、指導に従

わない者に対しては同条第二項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わ

なかったときは、その旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

さらに、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該耐震診断義務付け対象建築物の所有者が

必要な対策をとらなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性につ

いて著しく保安上危険であると認められる建築物（別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施につい

て技術上の指針となるべき事項（以下「技術指針事項」という。）第一第一号又は第二号の規定により

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又

は崩壊する危険性が高いと判断された建築物をいう。以下同じ。）については速やかに建築基準法（昭

和二十五年法律第二百一号）第十条第三項の規定に基づく命令を、損傷、腐食その他の劣化が進み、そ

のまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認められる建築物については、同条第一項の

規定に基づく勧告や同条第二項の規定に基づく命令を行うべきである。 

ロ 指示対象建築物 

法第十五条第二項に規定する特定既存耐震不適格建築物（以下「指示対象建築物」という。）につい

ては、所管行政庁は、その所有者に対して、所有する建築物が指示対象建築物である旨の周知を図ると

ともに、同条第一項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努め、指導に従わない者に対しては同

条第二項の規定に基づき必要な指示を行い、正当な理由がなく、その指示に従わなかったときは、その

旨を公報、ホームページ等を通じて公表すべきである。 

また、指導・助言、指示等を行ったにもかかわらず、当該指示対象建築物の所有者が必要な対策をと

らなかった場合には、所管行政庁は、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性について著しく保安

上危険であると認められる建築物については速やかに建築基準法第十条第三項の規定に基づく命令を、

損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認められ

る建築物については、同条第一項の規定に基づく勧告や同条第二項の規定に基づく命令を行うべきであ

る。 

ハ 指導・助言対象建築物 

法第十四条に規定する特定既存耐震不適格建築物（指示対象建築物を除く。）については、所管行政

庁は、その所有者に対して、法第十五条第一項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努めるべき

である。 

また、法第十六条第一項に規定する既存耐震不適格建築物についても、所管行政庁は、その所有者に

対して、同条第二項の規定に基づく指導及び助言を実施するよう努めるべきである。 

 

４ 計画の認定等による耐震改修の促進 

所管行政庁は、法第十七条第三項の計画の認定、法第二十二条第二項の認定、法第二十五条第二項の

認定について、適切かつ速やかな認定が行われるよう努めるべきである。  

国は、これらの認定について、所管行政庁による適切かつ速やかな認定が行われるよう、必要な助言、

情報提供等を行うこととする。 

 

５ 所有者等の費用負担の軽減等 

耐震診断及び耐震改修に要する費用は、建築物の状況や工事の内容により様々であるが、相当の費用

を要することから、所有者等の費用負担の軽減を図ることが課題となっている。このため、地方公共団

体は、所有者等に対する耐震診断及び耐震改修に係る助成制度等の整備や耐震改修促進税制の普及に努
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め、密集市街地や緊急輸送道路・避難路沿いの建築物の耐震化を促進するなど、重点的な取組を行うこ

とが望ましい。特に、耐震診断義務付け対象建築物については早急な耐震診断の実施及び耐震改修の促

進が求められることから、特に重点的な予算措置が講じられることが望ましい。 

国は、地方公共団体に対し、必要な助言、補助・交付金、税の優遇措置等の制度に係る情報提供等を

行うこととする。 

また、法第三十二条の規定に基づき指定された耐震改修支援センター（以下「センター」という。）

が債務保証業務、情報提供業務等を行うこととしているが、国は、センターを指定した場合においては、

センターの業務が適切に運用されるよう、センターに対して必要な指導等を行うとともに、都道府県に

対し、必要な情報提供等を行うこととする。 

さらに、所有者等が耐震改修工事を行う際に仮住居の確保が必要となる場合については、地方公共団

体が、公共賃貸住宅の空家の紹介等に努めることが望ましい。 

 

６ 相談体制の整備及び情報提供の充実 

近年、悪質なリフォーム工事詐欺による被害が社会問題となっており、住宅・建築物の所有者等が安

心して耐震改修を実施できる環境整備が重要な課題となっている。特に、「どの事業者に頼めばよいか」、

「工事費用は適正か」、「工事内容は適切か」、「改修の効果はあるのか」等の不安に対応する必要がある。

このため、国は、センター等と連携し、耐震診断及び耐震改修に関する相談窓口を設置するとともに、

耐震診断の実施が可能な建築士の一覧や、耐震改修工法の選択や耐震診断・耐震改修費用の判断の参考

となる事例集を作成し、ホームページ等で公表を行い、併せて、地方公共団体に対し、必要な助言、情

報提供等を行うこととする。また、全ての市町村は、耐震診断及び耐震改修に関する相談窓口を設置す

るよう努めるべきであるとともに、地方公共団体は、センター等と連携し、先進的な取組事例、耐震改

修事例、一般的な工事費用、専門家・事業者情報、助成制度概要等について、情報提供の充実を図るこ

とが望ましい。 

 

７ 専門家・事業者の育成及び技術開発 

適切な耐震診断及び耐震改修が行われるためには、専門家・事業者が耐震診断及び耐震改修について

必要な知識、技術等の更なる習得に努め、資質の向上を図ることが望ましい。国及び地方公共団体は、

センター等の協力を得て、講習会や研修会の開催、受講者の登録・紹介制度の整備等に努めるものとす

る。特に、耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断が円滑に行われるよう、国は、登録資格者講習（規

則第五条に規定する登録資格者講習をいう。以下同じ。）の十分な頻度による実施、建築士による登録

資格者講習の受講の促進のための情報提供の充実を図るものとする。 

また、簡易な耐震改修工法の開発やコストダウン等が促進されるよう、国及び地方公共団体は、関係

団体と連携を図り、耐震診断及び耐震改修に関する調査及び研究を実施することとする。 

 

８ 地域における取組の推進 

地方公共団体は、地域に根ざした専門家・事業者の育成、町内会等を単位とした地震防災対策への取

組の推進、ＮＰＯとの連携や地域における取組に対する支援、地域ごとに関係団体等からなる協議会の

設置等を行うことが考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言、情報提供等を行うこととす

る。 

 

９ その他の地震時の安全対策 

地方公共団体及び関係団体は、耐震改修と併せて、ブロック塀の倒壊防止、窓ガラス、天井、外壁等

の非構造部材の脱落防止対策についての改善指導や、地震時のエレベーター内の閉じ込め防止対策、エ

スカレーターの脱落防止対策、給湯設備の転倒防止対策、配管等の設備の落下防止対策の実施に努める

べきであり、これらの対策に係る建築基準法令の規定に適合しない建築物で同法第三条第二項の適用を

受けているものについては、改修の促進を図るべきである。国は、地方公共団体及び関係団体に対し、

必要な助言、情報提供等を行うこととする。 

 

二 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標の設定に関する事項 

１ 建築物の耐震化の現状 

平成二十年の統計調査に基づき、我が国の住宅については総数約四千九百五十万戸のうち、約千五十

万戸（約二十一パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震化率は約七十九パーセントと推計されてい

る。この推計では、耐震性が不十分な住宅は、平成十五年の約千百五十万戸から五年間で約百二十万戸



 - 66 - 

減少しているが、大部分が建替えによるものであり、耐震改修によるものは五年間で約三十万戸に過ぎ

ないと推計されている。 

また、法第十四条第一号に掲げる建築物（以下「多数の者が利用する建築物」という。）については、

約四十一万棟のうち、約八万棟（約二十パーセント）が耐震性が不十分であり、耐震化率は約八十パー

セントと推計されている。 

 

２ 建築物の耐震診断及び耐震改修の目標の設定 

東海、東南海・南海地震に関する地震防災戦略（中央防災会議決定）において、十年後に死者数及び

経済被害額を被害想定から半減させることが目標とされたことを踏まえ、住宅の耐震化率及び多数の者

が利用する建築物の耐震化率について、平成二十七年までに少なくとも九割にすることを目標とすると

ともに、住宅については平成三十二年までに少なくとも九十五パーセントにすることを目標とする。 

耐震化率を九割とするためには、平成二十年から平成二十七年までの間に、少なくとも住宅の耐震化

は約五百五十万戸（うち耐震改修は約百四十万戸）とする必要があり、建替え促進を図るとともに、耐

震改修のペースを約三倍にすることが必要である。また、多数の者が利用する建築物の耐震化は少なく

とも約四万棟（うち耐震改修は約三万棟）とする必要があり、建替え促進を図るとともに、耐震改修の

ペースを約二倍にすることが必要となる。 

また、建築物の耐震化のためには、耐震診断の実施の促進を図ることが必要であり、平成二十年から

平成二十七年までの間に、耐震化率の目標達成のために必要な耐震改修の戸数又は棟数と同程度の耐震

診断の実施が必要となると考えて、少なくとも住宅については約百四十万戸、多数の者が利用する建築

物については約三万棟の耐震診断の実施を目標とすることとする。 

特に、公共建築物については、各地方公共団体において、できる限り用途ごとに目標が設定されるよ

う、国土交通省は、関係省庁と連携を図り、必要な助言、情報提供を行うこととする。 

 

三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項 

建築物の耐震診断及び耐震改修は、既存の建築物について、現行の耐震関係規定に適合しているかど

うかを調査し、これに適合しない場合には、適合させるために必要な改修を行うことが基本である。し

かしながら、既存の建築物については、耐震関係規定に適合していることを詳細に調査することや、適

合しない部分を完全に適合させることが困難な場合がある。このような場合には、建築物の所有者等は、

技術指針事項に基づいて耐震診断を行い、その結果に基づいて必要な耐震改修を行うべきである。 

 

四 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

建築物の所有者等が、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として意識することができるよう、地

方公共団体は、過去に発生した地震の被害と対策、発生のおそれがある地震の概要と地震による危険性

の程度等を記載した地図（以下「地震防災マップ」という。）、建築物の耐震性能や免震等の技術情報、

地域での取組の重要性等について、町内会等や各種メディアを活用して啓発及び知識の普及を図ること

が考えられる。国は、地方公共団体に対し、必要な助言及び情報提供等を行うこととする。 

また、地方公共団体が適切な情報提供を行うことができるよう、地方公共団体とセンターとの間で必

要な情報の共有及び連携が図られることが望ましい。 

 

五 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項その他建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進に関する重要事項 

１ 都道府県耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 都道府県耐震改修促進計画の基本的な考え方  

都道府県は、法第五条第一項の規定に基づく都道府県耐震改修促進計画（以下単に「都道府県耐震改

修促進計画」という。）を、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成二十五

年法律第二十号。以下「改正法」という。）の施行後できるだけ速やかに改定すべきである。 

都道府県耐震改修促進計画の改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、観光部局、商工部

局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県内の市町村の耐震化の目標や施策との整合を図るた

め、市町村と協議会を設置する等の取組を行いながら、市町村の区域を超える広域的な見地からの調整

を図る必要がある施策等を中心に見直すことが考えられる。 

また、都道府県耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、その改定に当たっては、

法に基づく指導・助言、指示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、都道府県は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、都道府県耐震改修促
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進計画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

都道府県耐震改修促進計画においては、二２のうち、平成二十七年までの目標を踏まえ、各都道府県

において想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可能な限り建築物の

用途ごとに目標を定めることが望ましい。 

なお、都道府県は、定めた目標について、一定期間ごとに検証するべきである。特に耐震診断義務付

け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物であるため、耐震診断結果の報告を踏まえ、

耐震化の状況を検証するべきである。 

また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今後速やかに耐震診断を行

い、その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震化の目標を設定すべきである。 

さらに、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、都道府県は、公共建築物に係る整備プログ

ラム等を作成することが望ましい。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

都道府県耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分担の考え方、

実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な支援策の概要、安心して耐

震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震時の総合的な安全対策に関する事業の概

要等を定めることが望ましい。 

法第五条第三項第一号の規定に基づき定めるべき公益上必要な建築物は、地震時における災害応急対

策の拠点となる施設や避難所となる施設等であるが、例えば庁舎、病院、学校の体育館等の公共建築物

のほか、病院、ホテル・旅館、福祉施設等の民間建築物のうち、災害対策基本法（昭和三十六年法律第

二百二十三号）第二条第十号に規定する地域防災計画や防災に関する計画等において、大規模な地震が

発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として定められたものについて

も、積極的に定めることが考えられる。なお、公益上必要な建築物を定めようとするときは、法第五条

第四項の規定に基づき、あらかじめ、当該建築物の所有者等の意見を勘案し、例えば特別積合せ貨物運

送以外の一般貨物自動車運送事業の用に供する施設である建築物等であって、大規模な地震が発生した

場合に公益上必要な建築物として実際に利用される見込みがないものまで定めることがないよう留意

するべきである。 

法第五条第三項第二号又は第三号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒壊によって緊

急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば緊急輸送道路、避難路、通

学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を定めることが考えられる。特に緊急輸送

道路のうち、市町村の区域を越えて、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の

者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路について

は、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路、

公園等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観点から重要な道路については、同項

第二号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路とし

て定めることが考えられる。 

また、同項第四号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第二十八条の特例の適用の考

え方等について定めることが望ましい。 

さらに、同項第五号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社（以下「機構等」

という。）による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項は、機構等が耐震診断及び耐震改

修を行う地域、建築物の種類等について定めることが考えられる。なお、独立行政法人都市再生機構に

よる耐震診断及び耐震改修の業務及び地域は、原則として都市再生に資するものに限定するとともに、

地域における民間事業者による業務を補完して行うよう留意する。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 

都道府県耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とする程度に詳細な地震防

災マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・

講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定め

ることが望ましい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての市町村に

おいて措置されるよう努めるべきである。  

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や

危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果的であり、必要に応じ、市町村との役割分担

のもと、町内会等との連携策についても定めることが考えられる。 
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ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施 

法に基づく指導・助言、指示、命令等について、所管行政庁は、優先的に実施すべき建築物の選定及

び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁は、法第十二条第三項（法附則第三条第三項において準用する場合を含む。）又は法

第十五条第三項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐震改修を行わない場合

には、建築基準法第十条第一項の規定による勧告、同条第二項又は第三項の規定による命令等を実施す

べきであり、その実施の考え方、方法等について定めることが望ましい。 

 

２ 市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項 

イ 市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方 

平成十七年三月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東海地震及び東南海・南

海地震の被害を受けるおそれのある地方公共団体については地域目標を定めることが要請され、その他

の地域においても減災目標を策定することが必要とされている。こうしたことを踏まえ、法第六条第一

項において、基礎自治体である市町村においても、都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村耐震改

修促進計画を定めるよう努めるものとされたところであり、可能な限り全ての市町村において市町村耐

震改修促進計画が策定されることが望ましい。また、改正法による改正前の法第五条第七項に基づき、

市町村耐震改修促進計画を策定している市町村にあっては、当該計画を改正法の施行後できるだけ速や

かに改定すべきである。 

市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、観光部局、

商工部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県の耐震化の目標や施策との整合を図るため、

都道府県と協議会を設置する等の取組を行いながら、より地域固有の状況に配慮して作成することが考

えられる。 

また、市町村耐震改修促進計画に基づく施策が効果的に実現できるよう、法に基づく指導、助言、指

示等を行う所管行政庁と十分な調整を行うべきである。 

なお、市町村は、耐震化の進捗状況や新たな施策の実施等にあわせて、適宜、市町村耐震改修促進計

画の見直しを行うことが望ましい。 

ロ 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県耐震改修促進計画の目標を踏まえ、各市町村において

想定される地震の規模、被害の状況、建築物の耐震化の現状等を勘案し、可能な限り建築物の用途ごと

に目標を定めることが望ましい。なお、市町村は、定めた目標について、一定期間ごとに検証するべき

である。 

特に耐震診断義務付け対象建築物については、早急に耐震化を促進すべき建築物であり、耐震診断の

結果の報告を踏まえ、耐震化の状況を検証するべきである。 

また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、今後速やかに耐震診断を行

い、その結果の公表に取り組むとともに、具体的な耐震化の目標を設定すべきである。 

さらに、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するため、市町村は、公共建築物に係る整備プログ

ラム等を作成することが望ましい。 

ハ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

市町村耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割分担の考え方、

実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的な支援策の概要、安心して耐

震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地震時の総合的な安全対策に関する事業の概

要等を定めることが望ましい。 

法第六条第三項第一号又は第二号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒壊によって緊

急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば緊急輸送道路、避難路、通

学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を定めることが考えられる。特に緊急輸送

道路のうち、市町村の区域内において、災害時の拠点施設を連絡する道路であり、災害時における多数

の者の円滑な避難、救急・消防活動の実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路につい

ては、沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。 

このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路、

公園等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観点から重要な道路については、同項

第一号の規定に基づき早期に沿道の建築物の耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考え

られる。 

ニ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及 
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市町村耐震改修促進計画においては、個々の建築物の所在地を識別可能とする程度に詳細な地震防災

マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講

習会の開催、耐震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定める

ことが望ましい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、全ての市町村において措置され

るよう努めるべきである。 

また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や

危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果的であり、必要に応じ、町内会等との連携策

についても定めることが考えられる。 

ホ 建築基準法による勧告又は命令等の実施  

法に基づく指導・助言、指示等について、所管行政庁である市町村は、優先的に実施すべき建築物の

選定及び対応方針、公表の方法等について定めることが望ましい。 

また、所管行政庁である市町村は、法第十二条第三項（法附則第三条第三項において準用する場合を

含む。）又は法第十五条第三項の規定による公表を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が耐震改修

を行わない場合には、建築基準法第十条第一項の規定による勧告、同条第二項又は第三項の規定による

命令等を実施すべきであり、その実施の考え方、方法等について定めることが望ましい。 

 

３ 計画の認定等の周知 

所管行政庁は、法第十七条第三項の計画の認定、法第二十二条第二項の認定、法第二十五条第二項の

認定について、建築物の所有者へ周知し、活用を促進することが望ましい。なお、法第二十二条第二項

の認定制度の周知にあたっては、本制度の活用が任意であり、表示が付されていないことをもって、建

築物が耐震性を有さないこととはならないことについて、建築物の利用者等の十分な理解が得られるよ

う留意するべきである。 

 

附 則 

１ この告示は、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第百二

十号）の施行の日（平成十八年一月二十六日）から施行する。 

２ 平成七年建設省告示第二千八十九号は、廃止する。 

３ この告示の施行前に平成七年建設省告示第二千八十九号第一ただし書の規定により、国土交通大臣

が同告示第一の指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法については、この告示の

別添第一ただし書の規定により、国土交通大臣が同告示第一の指針の一部又は全部と同等以上の効力

を有すると認めた方法とみなす。 


